
長浜市地域経営改革会議（平成30年度第2回）次第 

 

日時：平成30年11月1日（木）10：00～12:00 

会場：長浜市役所 ３階 特別会議室 

１ 開 会 

 

 

２ 議 事 

（１） 第３次長浜市行政改革大綱アクションプラン 

平成29年度評価(確定)について【資料１】 

 

 

（２）第３次長浜市行政改革大綱アクションプラン 

平成30年度中間進捗状況について【資料２】 

 

 

（３）出資法人の経営健全化方針の策定について【資料３】 

 

 

（４）平成30年度働き方改革について【資料４】 

 

 

（５）施設使用料等の見直しの実施について【資料５】 

 

 

３ その他 

（１）資料提供 補助金等交付状況及び評価シート【資料６】 

 

 

４ 閉 会 

 

 

＊次回会議予定 

 平成31年３月25日(月) 14:30～16:30 長浜市役所 ５階 ５－A会議室 



　１．　アクションプラン取組実績（平成２９年度）

注）

平成２９年度取組実績

項目数 割合 項目数 割合 項目数 割合 項目数 割合 項目数 割合

11 0 0.0% 8 72.7% 3 27.3% 0 0.0% 8 72.7%

12 0 0.0% 10 83.3% 2 16.7% 0 0.0% 10 83.3%

14 0 0.0% 13 92.9% 1 7.1% 0 0.0% 13 92.9%

37 0 0.0% 31 83.8% 6 16.2% 0 0.0% 31 83.8%

【参考】平成２８年度取組実績

項目数 割合 項目数 割合 項目数 割合 項目数 割合 項目数 割合

11 0 0.0% 8 72.7% 3 27.3% 0 0.0% 8 72.7%

12 0 0.0% 10 83.3% 2 16.7% 0 0.0% 10 83.3%

14 0 0.0% 12 85.7% 2 14.3% 0 0.0% 12 85.7%

37 0 0.0% 30 81.1% 7 18.9% 0 0.0% 30 81.1%

市民と行政との協働・連携による
地域社会づくり

比較可能な公会計を整備し経営力
を上げます

合　　　　　計

①完了した項目 ②達成した項目 ③未達成の項目
   ④未着手・未実施
   の項目

取組実績
①+②

サービスの質を常にカイゼンし生
産性を上げます

サービスの質を常にカイゼンし生
産性を上げます

市民と行政との協働・連携による
地域社会づくり

比較可能な公会計を整備し経営力
を上げます

合　　　　　計

改革の方針 プラン数

平成27年度末完了した項目（１プラン）と、他のプランに統合した項目（１プラン）があるた
め、平成28年度取組数は平成27年度（３９プラン）から２プラン減となっています。

改革の方針 プラン数

①完了した項目 ②達成した項目 ③未達成の項目
   ④未着手・未実施
   の項目

取組実績
①+②

長浜市行政改革大綱アクションプラン（平成２９年度）の取組実績について

①平成２９年度のアクションプランの取組実績は ３７プランのうち３１プラン

( ８３．８％ )において、完了又は達成(表の①＋②)となりました。

（３１／全３７プラン）

②取組が未達成の項目は、６プラン（１６．２％ ）でした。

（６／全３７プラン）

【参考】平成２８年度取組実績 完了又は達成： ８１．１％

（３０／全３７プラン）

【参考】平成２８年度取組実績 未達成： １８．９％

（７／全３７プラン）

【資料１】
長浜市地域経営改革会議②

平成30年11月1日(木)



完了 達成 進捗中 未実施

1 カイゼン運動の推進による業務の見直し ○ 行政経営改革課（人事課）

2 情報通信技術の積極的な活用 ○ 市民活躍課、生涯学習文化課、スポーツ振興課
（情報政策課）

市民活躍課

3 窓口等の利便性の向上 ○ 市民課、税務課（情報政策課） 市民課

4 職員数の適正化 ○ 人事課

5 簡素で柔軟性、機動性のある組織づくり ○ 行政経営改革課

6
本庁・北部振興局・支所の機能と役割の見
直し ○ 行政経営改革課

7 内部統制の整備・運用 ○ 全庁的取組
総務課、財政課、契約検査課、会計課

総務課

8 職員力・組織力の開発 ○ 人事課（市民活躍課） 人事課

9 人事評価制度の充実 ○ 人事課

10 ワークライフバランスの推進 ○ 人事課

11 女性の活躍促進 ○ 人事課

12 職員意欲の増進支援 人事課

13 多様な任用制度の活用 人事課

0 8 3 0

完了 達成 進捗中 未実施

14 ＰＰＰ（官民パートナーシップ）の推進 ○ 行政経営改革課

15
公共施設の整備・運営への民間資金・能力
の積極的活用 ○ 行政経営改革課

16 地域づくり協議会の活動拠点づくり ○ 市民活躍課、生涯学習文化課 市民活躍課

17 中間支援機能の整備 ○ 市民活躍課

18 地域づくり協議会への一括交付金の創設 ○ 市民活躍課

19 協働型事業の拡充 ○ 市民活躍課

20 協働型事業の評価 ○ 市民活躍課

21 市民協働情報の広報推進 ○ 市民活躍課

22 行政情報のオープンデータ化 ○ 情報政策課

23
市民公開ＧＩＳ（長浜市地図サービス）の
充実 ○ 都市計画課（データ所管課） 都市計画課

24 市政情報の効果的な広報の推進 ○ 市民広報課

25 行政出前講座の充実 ○ 市民活躍課

0 10 2 0

完了 達成 進捗中 未実施

26 財政の透明性の向上 ○ 財政課

27 地方公会計制度の整備 ○ 全庁的取組
会計課、財政課、行政経営改革課

会計課

28 病院事業の経営健全化 ○ 長浜病院経営企画課

29 公共下水道事業の地方公営企業法の適用 ○ 下水道総務課

30 公共施設等総合管理計画の進捗管理 ○ 公共施設マネジメント課

31 農業集落排水施設の公共下水道への統合 ○ 下水道施設課

32 公共施設等の保全整備費の確保 ○ 公共施設マネジメント課

33 債権回収対策の強化 ○
滞納整理課
（税務課、保険医療課、高齢福祉介護課、子育て支
援課、建築住宅課、下水道総務課、幼児課、長浜病
院医事課、湖北病院医事課）

滞納整理課

34 受益者負担の適正化 ○
①行政経営改革課（施設所管課）
　→施設使用料等の改正担当
②財政課
　→消費増税に伴う適正な転嫁担当

35 未利用財産の活用 ○ 公共施設マネジメント課

36 地方債残高の削減 ○ 財政課

37 補助金の見直し ○ 財政課

38
出資法人等の公的関与の見直しと経営健全
化 ○

行政経営改革課
（公共施設マネジメント課、スポーツ振興課、歴史
遺産課、商工振興課、長浜駅周辺まちなか活性化
室、北部振興局地域振興課）

行政経営改革課

39 米原市との共同事務の見直し ○
総合政策課
（防災危機管理課、下水道総務課、環境保全課、高
齢福祉介護課、しょうがい福祉課、健康推進課、財
政課、行政経営改革課）

総合政策課

0 13 1 0

0 31 6 0

0% 84% 16% 0%

小計

合計

小計

３．比較可能な公会計を整備し経営力を上げます
取組実績評価 推進課（関係課）

※課名等は、平成30年度で表記。
とりまとめ課

小計

２．市民との協働・連携を推進し地域力を上げま
す

取組実績評価 推進課（関係課）
※課名等は、平成30年度で表記。

とりまとめ課

 「№8 職員力・組織力の開発」に統合

平成27年度完了

第３次長浜市行政改革大綱アクションプラン（平成27年度～平成29年度）【平成29年度取組実績】

１．サービスの質を常にカイゼンし生産性を上げ
ます

取組実績評価 推進課（関係課）
※課名等は、平成30年度で表記。

とりまとめ課



第３次 長浜市行政改革大綱
アクションプラン【平成２７年度～平成２９年度】

～平成29年度評価の確定～

平成30年9月

長浜市



１　アクションプランの目的と位置づけ

２　アクションプランの取組期間

３　推進体制と進行管理

４　１０年後の市の姿（経営資源：平成36年度）

① 正規職員数 1,011人　（定員適正化計画）

② 公共建築物の延床面積  64.4万㎡ （公共施設等総合管理計画）

③ 普通会計予算規模  476億円 （財政計画）

５　財政健全化指標

① 実質赤字　　　：一般会計において赤字を出さない。

 　　　　　　　　　（実質赤字比率：０％以下） 【平成２５年度決算：０％以下】

② 連結実質赤字　：一般会計及び特別会計の合算において赤字を出さない。

 　　　　　　　　　（連結実質赤字比率：０％以下） 【平成２５年度決算：０％以下】

③ 将来負担　　　：将来負担すべき借入残高等は返済可能額を上回らない。

  　　　　　　　　  （将来負担比率：０％以下） 【平成２５年度決算：０％以下】

④ 実質公債費比率：11.1 ％以下とする。 【平成２５年度決算：11.1％】

　第３次長浜市行政改革大綱アクションプラン（以下「アクションプラン」とい
う。）は、第３次長浜市行政改革大綱の目標を達成するための取組内容、推進課、
年度ごとの目標等を定めるものです。

　アクションプランは、結果の目安を定め、できる限り数値化を図るとともに、数
値化が困難なものについては計画の策定や実行の期限を定め、ＰＤＣＡ（計画・実
行・評価・改善）の管理サイクルを着実に回して、より良いものにしていきます。

　アクションプランの取組期間は、平成２７年度から平成２９年度までの３年間と
します。

　アクションプランの推進にあたっては、市長を本部長とする「行政改革推進本
部」を中心に各部局連携して取り組むとともに、本部において毎年度、評価を行い
効果的な推進を図ります。

　また、市民の誰もが改革の進行状況や成果等を確認・点検できるよう、毎年度わ
かりやすく取りまとめ、様々な媒体を通じて広報し、行政経営の透明化を図るとと
もに、市議会はもとより、市民、有識者で構成する「長浜市地域経営改革会議」な
どの意見を踏まえ、着実に推進していきます。
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【大綱の目標】 【大綱：改革の方針】 【大綱：改革の推進項目】

1 カイゼン運動の推進による業務の見直し

2 情報通信技術の積極的な活用

3 窓口等の利便性の向上

4 職員数の適正化

5 簡素で柔軟性、機動性のある組織づくり

6 本庁・北部振興局・支所の機能と役割の見直し

③　内部統制の整備・運用とコン
　　プライアンスの徹底

7 内部統制の整備・運用

④　職員力・組織力を高める人材
　　育成の充実

8 職員力・組織力の開発

9 人事評価制度の充実

10 ワークライフバランスの推進

11 女性の活躍促進

12 職員意欲の増進支援 →No.8に統合

13 多様な任用制度の活用　→　平成27年度完了

①　ＰＰＰ（官民パートナーシッ
　　プ）の積極的推進

14 ＰＰＰ（官民パートナーシップ）の推進

②　公共施設の整備・運営への民
　　間資金・能力の積極的活用

15
公共施設の整備・運営への民間資金・能力
の積極的活用

16 地域づくり協議会の活動拠点づくり

17 中間支援機能の整備

18 地域づくり協議会への一括交付金の創設

19 協働型事業の拡充

20 協働型事業の評価

21 市民協働情報の広報推進

22 行政情報のオープンデータ化

23 市民公開ＧＩＳ（長浜市地図サービス）の充実

24 市政情報の効果的な広報の推進

25 行政出前講座の充実

26 財政の透明性の向上

27 地方公会計制度の整備

28 病院事業の経営健全化

29 公共下水道事業の地方公営企業法の適用

30 公共施設等総合管理計画の進捗管理

31 農業集落排水施設の公共下水道への統合

32 公共施設等の保全整備費の確保

33 債権回収対策の強化

34 受益者負担の適正化

35 未利用財産の活用

36 地方債残高の削減

37 補助金の見直し

38 出資法人等の公的関与の見直しと経営健全化

39 米原市との共同事務の見直し

６　アクションプラン一覧

アクションプラン名

　
　
生
産
性
・
地
域
力
・
経
営
力
の
向
上
で
築
く

　
　
　
　
　
「
協
働
で
つ
く
る
　
輝
き
と
風
格
の
あ
る
ま
ち
　
長
浜
」

改革の方針１

サービスの質を常
にカイゼンし
生産性を上げます

①　質を重視したサービスの提供

②　シンプルでわかりやすい組織
　　機構の整備

⑤　職員の能力、意欲、経験等を
　　活かす人事管理制度の整備

改革の方針２

市民との協働・連
携を推進し
地域力を上げます

③　市民協働を推進する拠点と支
　　援体制の整備

④　地域一括交付金制度等の検討
　　と協働型事業の拡充

⑤　積極的な情報公開の推進と効
　　果的な市政情報の広報

改革の方針３

比較可能な公会計
を整備し
経営力を上げます

①　財政の透明性・予見可能性の
　　向上と検証性の確保

②　公共施設の再生と施設サービ
　　スのソフト化

③　税源かん養と歳入確保の推進

④　地方債残高の削減と負担金・
　　補助金の見直し

⑤　出資法人と広域行政の役割の
　　見直し

質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
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 ７　アクションプラン取組内容

第３次長浜市行政改革大綱アクションプラン進行管理表

1
カイゼン運動の
推進による業務
の見直し

職員、施設、予算といった経営資源が縮小する中、サービ
スの質を落とさずに業務を遂行していくため、職場単位で
自主的に業務改善に取り組むよう、平成26年度からグルー
プリーダー研修として「チームでカイゼン」運動を実施し
ています。

○カイゼン報告書を提出したグループの割合：41.4％
（H26年度)

職場単位による業務改善として
「チームでカイゼン」運動に取り組
み、コストの削減を通じて業務の質
を向上させます。

行政経営改革課
（人事課）

カイゼン報告書
の作成・公表

2 情報通信技術の
積極的な活用

情報通信技術（ＩＣＴ）がもたらす地域資源のエンパワー
メントや利便性の向上、経済・社会活動の効率的遂行など
による効用を生かし、地域の市民生活に情報化のメリット
を最大限に生かすため、ＩＣＴを効率的に活用する方針、
行政施策として取り組む事項を「長浜市ＩＣＴ利活用プラ
ン～行政編～」に定め、運用しています。
豊かな市民生活及び地域の活性化の推進として、HPを通じ
て市立図書館（６館）の蔵書検索、利用状況の確認及び貸
出予約並びに公共宿泊施設（３施設）の予約状況をHPに掲
載しています。

市民により身近で利用されている公
民館、文化ホール、スポーツ施設の
予約・空室状況をHPに掲載し、市民
の利便性の向上及び施設の稼働率の
向上を図ります。

市民活躍課
生涯学習文化課
スポーツ振興課
（情報政策課）

予約・空室状況
をHPに掲載する
文化ホール、公
民館、スポーツ
施設の数

3 窓口等の利便性
の向上

市民の利便性の向上を図るため、コンビニエンスストアに
おいて住民票等の交付及び市税・料等の収納を進めるな
ど、行政サービス提供窓口の拡大を進めています。

○コンビニエンスストアで交付する証明書等
住民票、印鑑登録証明書の２種（H26年度）
交付件数：6,115件（H26年度)
○コンビニエンスストアで納付できる市税・料等
市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料、後
期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金、公共下水道
使用料、農業集落排水処理施設使用料

コンビニエンスストアで自動交付す
る証明書等の種類を増やし、行政
サービス提供窓口の拡大をさらに進
めます。

市民課
税務課
（情報政策課）

コンビニエンス
ストアで交付す
る証明書等の

①種別数
②交付率

4 職員数の適正化

定年前早期退職、普通退職の状況を踏まえ、サービスを低
下することなく安定的な組織運営が行えるよう、長浜市定
員適正化計画を策定し、職員の年齢構成の平準化を図ると
ともに、主な職種ごとの事務事業に応じた適正かつ計画的
な職員数の確保に取り組んでいます。

○定員適正化計画　正規職員数：
　　1,065人（H26.4.1）→1,011人（H36.4.1）

定員適正化計画を着実に運用し、職
員数の適正化を図ります。

人事課 正規職員数

5
簡素で柔軟性、
機動性のある組
織づくり

職員数の適正化による計画的な職員数の縮減に対応しつ
つ、サービスの質を維持・向上し、市民ニーズや新たな行
政課題に迅速に対応するため、簡素で柔軟性のある組織づ
くりを進めています。

○部局主管課の設置
○グループ制の導入
○長浜市重要施策推進のための部局横断型組織の設置

これまでの取り組みを検証し、簡素
で柔軟性、機動性のある組織になる
よう改善します。

行政経営改革課
組織体制の見直
しの実施

6
本庁・北部振興
局・支所の機能
と役割の見直し

市全体として効果的・効率的な行政運営を図るため、支所
の一部事務を本庁と北部振興局に集約するとともに、支所
の機動性を高めるため、平成26年度に支所を２課体制から
グループ制に移行しました。

○７支所：79人、11グループ（H27.4.1 正規職員数）

支所の機能を「行政サービス提供機
能」と「防災等情報収集伝達機能」
に集約するとともに、建物について
は市民協働による活力ある地域づく
りの拠点として活用できるようにし
ます。

行政経営改革課

支所の機能を
「行政サービス
提供機能」と
「防災等情報収
集伝達機能」に
集約

【大綱】　改革の方針１　サービスの質を常にカイゼンし生産性を上げます

【大綱】　推進項目①　質を重視したサービスの提供

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

【大綱】　推進項目②　シンプルでわかりやすい組織機構の整備

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安
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 ７　アクションプラン取組内容

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

「チームでカイゼン」運動推
進体制の構築
実施要領の作成
庁内研修の実施
　　　　　（出席者89人）
カイゼン計画の作成
　　　　　　　（87ﾁｰﾑ）
カイゼン報告書の作成
　　　　　　　（87ﾁｰﾑ）
カイゼン活動報告書の公表
　　　　（H28.4HP掲載）

達
成

・庁内研修（チームリーダー
対象）の実施　(平成28年6
月)
・カイゼン計画の作成（平成
28年10月）
・カイゼン報告書の作成・公
表（平成29年3月）

・「チームでカイゼン」運動
推進体制の見直し
・実施要領の見直し
・庁内研修の実施
・カイゼン計画の作成
・カイゼン報告書の作成・公
表

達
成

・「チームでカイゼン」運動推進体制の構築
・実施要領の改訂
・民間事業者による庁内研修の実施
・カイゼン運動通信の発行
・カイゼン報告書の作成、公表
・優秀チームの選出及び表彰

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

未
達
成

HP掲載システム構築完了
試験導入及び検証については
未実施
H28に導入する。

達
成

・導入対象施設について、公
民館(市民まちづくりセン
ター)18施設導入

・システム構築業者選定を実
施し、28年度末に構築業務
完了

市民まちづくりセンター18
館、施設予約システム導入に
より、空き状況の公開及びイ
ンターネットでの予約申込受
付開始

【文化ホール・スポーツ施
設】
導入の検討

達
成

【市民まちづくりセンター】
・空き状況の公開及びインターネットでの予約申込受付
開始。
【文化ホール】
導入困難
窓口予約者と競合するときの優先権の取扱について調整
が困難。空状況については一部施設の指定管理者HPで
掲載済。
【スポーツ施設】
導入不要
窓口での予約が浸透しており、予約が重複する場合の調
整もスムーズに行われている。予約システムの導入は利
用実態になじまないと判断。

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

未
達
成

①３種完了

②5,564件

未
達
成

①追加種別の検討（戸籍証明
書の追加）

②H29年3月末現在
・住民票　4.7％（H28県内3
位）
・印鑑証明8.8％（H28県内1
位）
・所得証明0.8％（H28県内6
位）

①戸籍システムと住記システ
ムの情報連携
②住民票　 21.6％
　　（H28県内トップ値）
　印鑑証明 34.2％
　　（H28県内トップ値）
　所得証明 10.2％
　　（H28県内トップ値）

進
捗
中

①
・３種（住民票の写し、印鑑登録証明書、所得（課税）
証明書）
　・戸籍システムと住記システムの情報連携
【達成】
②
・住民票　   8.0％（平成30.3月末現在、昨年比+3.3）
・印鑑証明 12.7％（平成30.3月末現在、昨年比+3.9）
・所得証明   3.1％（平成30.3月末現在、昨年比+2.3）
【進捗中】
利用推進策として、多機能端末による交付手数料の減額
（6/1～、半額）、市民課窓口に多機能端末の設置
（8/1～）、パンフレットの作成・配付など、各種利用
啓発を実施したが、目標には達しなかった。

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

1,037人
（H28.4.1）

達
成

1,037人（H28.4.1）

△48人（H28年度内退職）
　51人（H29.4.1採用）
　1,040人（H29.4.1）

　1,034人（H30.4.1）
進
捗
中

1,037人（平成29.4.1）
△58人（平成29年度内退職、派遣等）
　64人（平成30.4.1採用等　内9人再任用）
1,043人（平成30.4.1）
※目標人数と平成30.4.1の職員数見込みに差が生じてい
る要因は、行政ニーズに対応するため、幼児教育職の採
用者数を20人から25人に増員したこと、退職見込み数
の差（4人）等によるものです。今後は、定年延長等の
動向も見極めながら、引き続き適正かつ計画的な職員数
の確保に取り組んでいきます。

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

組織体制の検証
組織機構の改編
「長浜市事務分掌条例」の一
部改正
「スポーツ及び文化に係る事
務の管理及び執行に関する条
例」の制定

達
成

①長浜市総合計画の着実な実
行のための横断型組織の設置

②グループ制の検証及び新体
制シミュレーション

検証に基づく改善の実施
達
成

・組織体制の検証
・組織機構の改編
・支所業務現状調査の取りまとめ・分析
・平成31年度支所機能見直し実行計画の作成
・全職員で取り組む業務の今後の方針を整理

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

支所機能の集約に向けた事務
の整理
組織機構の改編
支所の役割を「行政サービス
の提供」に特化
広報ながはま12/1号で事前
周知

達
成

①支所業務量調査の実施及び
手順表の見直し

②支所業務連絡調整会議の実
施（年7回）

仮称「行政サービス窓口」の
設置（平成31年度）に向け
た事務の整理

達
成

・支所業務現状調査の取りまとめ・分析
・平成31年度支所機能見直し実行計画の作成
・全職員で取り組む業務の今後の方針を整理
・湖北支所及び西浅井支所の利活用協議の実施
・旧余呉支所の利活用検討の実施

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度
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 ７　アクションプラン取組内容

7 内部統制の整
備・運用

不祥事の発生を職員一人ひとりが真摯に受けとめ、不祥事
の根絶と市民の信頼回復に向けて、全庁的に内部統制に取
り組む体制を整備する必要があります。

内部統制を推進する体制を整備・運
用し、職員の不正な業務執行を防止
するとともに、住民に直接影響のあ
るミスを無くし、市民から信頼され
る市役所になります。

総務課
財政課
契約検査課
会計課
（全庁）

内部統制実績報
告書の作成・公
表

8 職員力・組織力
の開発

自ら率先して行動し（能動）、新しい価値を紡ぎ出し（起
動）、人の心と力を結び付ける（連動）職員及び主体的に
学習し（能動）、新しい変化を起こし（起動）、多彩な力
を結集し発揮する（連動）組織をめざして、長浜市職員
力・組織力開発基本方針に基づき、職員力及び組織力の開
発を図っています。
○市独自研修の受講者数：2,717人（H26年度）
○専門スキル習得研修の参加職員数：107人（H26年度）
○職場研修を月１回以上開催した職場の割合：35.8％
（H25年度）
○地域づくり協議会へ地域支援職員として派遣した職員
数：計92人（H24:24人、H25:34人、H26:34人）

行政のプロフェッショナルとして必
要なスキルを習得できるよう研修等
の機会を提供します。

人事課
（市民活躍課）

①市独自研修の
受講者数
②専門スキル習
得研修の参加職
員数
③職場研修を月
１回以上開催し
た職場の割合
④地域づくり協
議会へ地域支援
職員として派遣
した職員数

9 人事評価制度の
充実

目標管理制度の運用により、職員一人ひとりが組織目標で
ある部局経営方針及び所属目標を明確に意識し、仕事の進
捗管理を適切に行いながら、組織目標の達成と組織力の強
化、人材の育成を進め、適正な人員配置につなげていま
す。

目標管理制度の評価結果を給与に反
映させ、人事評価の客観性、公平
性、透明性を高めます。

人事課
人事評価の給与
への反映

10 ワークライフバ
ランスの推進

職員一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕
事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおい
ても、人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現で
きるよう、時間外勤務が少ない職場環境づくりを進める必
要があります。

○職員１人当たりの年間時間外勤務時間数：
　　　　　　　　　　　　　　213時間（H25年度）

時間外勤務を縮減することで、ワー
クライフバランスの適正化を進めま
す。

人事課
月45時間以上時
間外勤務をして
いる人の率

11 女性の活躍促進

女性の能力が十分発揮できるなど、性別や年齢に関わら
ず、職員の誰もが意欲と誇りを持って働ける職場環境づく
りを進めるため、女性の管理職の登用を進めています。

○女性管理職の割合：　7.1％
　　　　県内市平均：14.2％（H26年度）

○正規職員における女性の割合：24.2％
　　　　　　　　　県内市平均：27.2％（H26年度）

女性の能力が十分発揮できる職場環
境づくりを進め、女性管理職の割合
を高めます。

人事課

40歳以上の職員
に占める管理的
地位（副参事級
以上）にある職
員の割合の男女
差（ﾎﾟｲﾝﾄ)

12 職員意欲の増進
支援

職員の自己啓発と能力開発を推進するため、職員が自主的
に市政の推進に関する研究や現場の問題解決を図る研修の
開催に対して補助・支援する制度を設けています。

①自主研究グループ活動への補助：０件（H26年度）
②現場の問題解決型研修への支援：８件（H26年度）

職員自らが意欲を持って能力開発に
取り組めるよう、自主研究グループ
の活動を業務として位置づけるとと
もに、現場の問題解決を支援しま
す。

人事課

①自主研究グ
ループ活動への
補助件数

②現場の問題解
決型研修への支
援件数

【大綱】　改革の方針１　サービスの質を常にカイゼンし生産性を上げます

【大綱】　推進項目③　内部統制の整備・運用とコンプライアンスの徹底

【大綱】　推進項目④　職員力・組織力を高める人材育成の充実

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

【大綱】　推進項目⑤　職員の能力、意欲、経験等を活かす人事管理制度の整備

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安
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 ７　アクションプラン取組内容

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

内部統制基本方針の策定
リスク評価の実施（7月から
実施）
対応策の作成（部課長による
チェック）
研修と対策の実施（研修会の
実施）
モニタリングの実施（3か月
ごと）
報告書の作成・公表

達
成

内部統制基本方針策定（６
月）
リスク評価の実施・対応策の
作成
モニタリングの実施
　⇒四半期ごとの実施（７月
から開始）
各職場での研修の実施
各職場への出前研修の実施
文書事務研修（主事・主査級
職員）実施
年間の報告書の作成・公表(5
月)

・基本方針の見直し
・リスク評価の実施
・対応策の作成
・研修と対策の実施
・モニタリングの実施
・報告書の作成・公表
・財政、財産、契約、文書、
法令に関する職員研修の充実
・事務改善（市長事務委任、
公印押印）

達
成

・リスク評価の実施・対応策の作成
　モニタリングの実施
　　⇒四半期ごとの実施（5月・7月・11月・1月）
・具体的なリスク事例を各部局で情報共有することによ
り、他の部局でも参考として再発防止につなげる取組み
を第3回コンプラ推進本部会議から実施
・各職場での研修の実施
・ヒューマンエラー研修の実施（平成29年度は、市民
生活部、健康福祉部、北部振興局、会計課を対象）
・年間の報告書の作成、公表は平成30年5月
・文書管理規程にあるように、公印及び契印の省略可能
な文書の明示、軽易な文書の部課長名での文書発送を周
知徹底した。また、契印の押印については、文書発送の
最終確認のため担当課にて押印を行うこととし、平成
29年6月から文書発送事務及び押印事務の簡素化、効率
化を図った。

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

①2,543人

②130人

③84.5%

④24人

未
達
成

①2,169人　　達成

②123人　　　達成

③95％　　　 未達成

④16人　　　 未達成

①2,000人

②130人

③100％

④12人

達
成

①2,101人

②162人

③98％

④12人

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

給与反映制度（人事評価制
度）を整備
人事評価規程を制定
実施マニュアルを改定

達
成

全職員において、人事評価制
度の本格実施が図られた。

人事評価制度の適正な実施
人事評価の給与への反映

達
成

全職員において、人事評価制度を実施。
期末勤勉手当、昇給、昇任において、昨年度の人
事評価結果を反映した。

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

未
達
成

職員１人当たりの年間時間外
勤務時間数

　218時間

未
達
成

月45時間以上時間外勤務を
している人の率
市長部局：14.6％
教育委員会（幼保除く）：
15％

月45時間以上時間外勤務を
している人の率

H32目標にポイントを近づけ
る
・市長部局：H32目標12％
・教育委員会(幼保除く)：
　　　　　　H32目標16％
【変更理由】
　教委　38％→16％
　組織編制があったため

達
成

平成30.4.19時点
（平成29年4月～平成30年3月までの実績）
　
・市長部局：39／463人　8.4％
　
・教育委員会（幼保除く）：6／55人　10.9％

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

女性管理職の割合

　9.8%

達
成

〇40歳以上の職員に占める管理的
地位(副参事級以上)にある職員の
男女差（ポイント）
H27市長部局実績　24.6ポイント
差
　↓
H28市長部局実績　19.7ポイント
差
　
参考【市長部局】
　H28年度の管理職に占める女性
の割合も、どの役職階層でも増加
　・部長級 H27年度10.0％
　　　　　　　→H28年度10.7％
　・課長級 H27年度10.0％
　　　　　　　→H28年度11.9％
　・副参事級 H27年度16.3％
　　　　　　　→H28年度20.2％

　40歳以上の職員に占める
管理的地位(副参事級以上）
にある職員の男女差（ポイン
ト）、H28年度実績よりポイ
ントを縮める。

進
捗
中

〇40歳以上の職員に占める管理的地位(課長補
　佐級以上)にある職員の男女差（ポイント）
　　平成28市長部局実績　19.7ポイント差
　  →平成29市長部局実績　24.4ポイント差
　
参考
【市長部局】
　管理的地位にある女性職員の数は平成28年度35人から平成29
年度38人と微増しているが、それ以上に男性職員の数が増え
た。
　●女性職員の割合
　・部長級 平成28年度10.7％→平成29年度7.1％
　・課長級 平成28年度11.9％→平成29年度10.2％
　・課長補佐級 平成28年度20.2％→平成29年度21.1％

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

①１件

②６件（11部署）
－ － － － －

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度
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 ７　アクションプラン取組内容

13 多様な任用制度
の活用

事務の種類や性質に合わせて非常勤嘱託員、臨時職員等を
適材適所に配し、業務内容に適した任用制度の活用を図っ
ています。

○定員適正化計画対象正規職員数：
　　1,041人（うち任期付職員：３人）
　　※教育長含む（H27.4/1）
○臨時職員数：1,403人
　（うち常勤：704人、非常勤：699人）（H27.4/1）

総人件費の抑制を図りつつ、事務負
担の軽減と円滑な事務ノウハウが引
き継がれるよう、再任用職員の積極
的な任用を図ります。

人事課
再任用制度の導
入

14
PPP（官民パート
ナーシップ）の
推進

協働によるまちづくりの促進に関する施策を総合的、計画
的に推進するため、「長浜市市民協働推進計画」を策定
し、基本構想の将来像「協働でつくる 輝きと風格のあるま
ち 長浜」の実現を進めています。

支出に見合った価値を向上させるた
め、市事業における（仮称）官民
パートナーシップ計画（以下「PPP計
画」という。）を策定し、民間の資
金・能力を積極的に活用します。

行政経営改革課
PPP計画の策
定・運用

15

公共施設の整
備・運営への民
間資金・能力の
積極的活用

効果的・効率的に施設サービスを提供するため、指定管理
者制度の導入推進などを通じて、施設の維持管理、運営等
に民間の経営能力や技術的能力を積極的に活用していま
す。

○指定管理者制度導入施設：計91施設（H27.4.1現在）
　うち、平成27年度新規導入施設：６施設

公共施設の整備・運営に民間資金・
能力を活用します。

行政経営改革課

①【再掲：取組
Ｎｏ14】
PPP計画の策
定・運用

②指定管理者制
度導入施設数

16
地域づくり協議
会の活動拠点づ
くり

地域づくり協議会の活動拠点として公民館を活用できるよ
う、指定管理者制度の導入を推進しています。

○地域づくり協議会が指定管理を受託する公民館数：
　　　　　　　　　　　　　　７公民館（H27.4.1現在）
○公民館のコミュニティ施設への転換の検討（H26年度）

地域づくり協議会による公民館の指
定管理者制度の導入を進めるととも
に、地域に合った幅広い自主的な活
動が展開できるよう、公民館を社会
教育拠点から地域活動拠点として機
能が発揮できるコミュニティ施設へ
転換します。

市民活躍課

①地域づくり協
議会が指定管理
を受託する公民
館数

②コミュニティ
施設数

17 中間支援機能の
整備

市内には市民活動支援を行う中間支援組織や施設がなく、
協働事業が促進されにくい原因の一つとなっています。こ
のため、先進地の中間支援組織の視察や研究を通じて、中
間支援組織のあり方や設立に向けた検討を行っています。

市民活動の立ち上げや団体が安定し
て継続的に活動できるよう、運営面
での支援をはじめ、地域の課題とそ
れを解決する手段や資源を有する団
体・企業、行政との橋渡しなど、多
様な主体とのつながりや情報の提
供、調整等を行う中間支援機能を整
備します。

市民活躍課
中間支援機能の
整備

18
地域づくり協議
会への一括交付
金の創設

自治会に対する財政的な支援について、自治会ごとに必要
とする補助金等が異なるため、先進的事例を研究し、一括
交付金化の検討を行っています。

地域づくりのための補助金等を見直
し、地域づくり協議会等への一括交
付金を創設します。

市民活躍課
一括交付金制度
の創設

【大綱】　改革の方針２　市民との協働・連携を推進し地域力を上げます

【大綱】　推進項目①　ＰＰＰ（官民パートナーシップ）の積極的推進

【大綱】　改革の方針１　サービスの質を常にカイゼンし生産性を上げます

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

【大綱】　推進項目②　公共施設の整備・運営への民間資金・能力の積極的活用

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

【大綱】　推進項目③　市民協働を推進する拠点と支援体制の整備

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

結果の目安

【大綱】　推進項目④　地域一括交付金制度等の検討と協働型事業の拡充

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
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 ７　アクションプラン取組内容

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

完
了

再任用制度運用要綱を策定
再任用制度を導入。
取組完了とする。

－ － － － －

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

長浜市官民パートナーシップ
推進基本方針の策定

達
成

長浜市官民パートナーシップ
実施計画の策定
　（平成29年3月）

長浜市官民パートナーシップ
実施計画の運用

達
成

・取組業務ごとの進捗管理及び新規導入業務の照
会
・取組完了事業：公有財産売却支援業務、会計課
窓口収納業務、長浜の自然と森に親しむ体験交
流・保全事業

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

①長浜市官民パートナーシッ
プ推進基本方針の策定

②95施設（H28.4.1)

達
成

①長浜市官民パートナーシップ
実施計画の策定（平成29年3
月）

②95施設（H29.4.1現在）
　指定管理者選定委員会の開催
　新規導入・更新施設数：20施
設
【達成とした理由】
「長浜市長浜駅西駐車場」が普
通財産となるため。
　（96施設→95施設）

①長浜市官民パートナーシッ
プ実施計画の運用

②104施設（H30.4.1現在）

達
成

①ＰＰＰ実施計画
・取組業務ごとの進捗管理及び新規導入業務の照
会
・取組完了事業：公有財産売却支援業務、会計課
窓口収納業務、長浜の自然と森に親しむ体験交
流・保全事業

②指定管理者制度
・102施設（平成30.4.1 現在）

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

①7公民館（H28.4.1現在）

②「地域における公民館のコ
ミュニティ施設への転換計
画」を作成

達
成

①新規導入(神照)・更新(六
荘)含め８公民館

②まちづくりセンター条例の
整備・関係者や市民に対して
の周知

①平成30年度現在、まちづ
くりセンター10施設への指
定管理の導入をめざして協議
を行う。

②18施設

達
成

①平成30年度に現状８施設に加えて２施設の指定
管理手続きを行う予定。

②18施設

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

ながはま市民活動センター整
備基本方針の策定及び例規整
備

達
成

H28.5月「ながはま市民活動
センター」オープン

中間支援機能の拡充
達
成

①人材育成
市民向け、地域づくり協議会向け人材育成講座を9講座
を実施
・暮らしデザインPJ　前期5人　後期5人
・市民カメライター養成講座　11人
・まちづくり実践講座　21人
・ボランティア支援講座　第1回　18人　第2回　20人
・高校生プロジェクト　22人
・つくる・つながる・つづけるセミナー　12人
・男の仲間作り講座　18人
②つながりづくりイベントの実施
12月２日「みんなでつながるひろば」を開催
48団体200人が交流することができた。
③広報ながはま毎月15日号に市民活動情報を掲載。さ
らに、７月１日号で地域づくり協議会を特集、２月１日
号で市民活動特集を掲載。

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

一括交付金制度施行案の作成
(12月）及び要綱整備

達
成

モデル実施
（自治会交付金との一本化）

モデル実施
モデル実施の検証

達
成

平成30年度施行に向けた一括交付金制度を創設
今後も交付金メニューを増やす予定。

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成28年度平成27年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度
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 ７　アクションプラン取組内容

19 協働型事業の拡
充

地域づくり協議会やNPO等に対して、市が協働で実施した
いと考えている事業を整理し、情報提供しています。

　協働型事業の数　27事業（H26年度）

費用対効果、地域経済の活性化、地
域雇用創出の観点から、市が直接
行っている事業を市民との協働型事
業へと転換し、拡充します。

市民活躍課 協働型事業の数

20 協働型事業の評
価

市と市民双方が、協働事業で実施したことの評価や効果の
検証を行い、今後の協働事業を改善するため、協働事業評
価の試行実施及び仕組みの整備を行っています。

協働型事業を推進するため、協働事
業評価を運用します。

市民活躍課
事業評価を実施
した協働型事業
の数

21 市民協働情報の
広報推進

市民協働情報を広く市民にお知らせするため、市民活動団
体の活動情報や団体のデータベース等を掲載する市HP「な
がはま市民活動団体支援サイト」を開設しています。

①団体支援サイト登録団体数：122団体（H26年度）
②団体支援サイトの年間閲覧数：289回（H26年度）
③団体支援サイトFacebookの登録者数：101人（H27.4月）

市HP「ながはま市民活動団体支援サ
イト」の登録団体数と閲覧数、同サ
イトFacebook登録者数を増やしま
す。

市民活躍課

①団体支援サイ
ト登録団体数

②団体支援サイ
トの年間閲覧数

③団体支援サイ
トFacebookの登
録者数

22 行政情報のオー
プンデータ化

①行政の透明性・信頼性の向上、②市民参加・官民協働の
推進、③経済の活性化・行政の効率化を三位一体で進める
ため、市が保有する情報を機械判読に適したデータ形式
で、二次利用が可能な利用ルールでデータを公開していま
す。
○市HPに掲載しているオープンデータの種類：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　４種（H26年度）

市HPに掲載するオープンデータの情
報を増やし、公共データの利活用を
推進します。

情報政策課
市HPに掲載する
オープンデータ
の種類の数

23

市民公開ＧＩＳ
（長浜市地図
サービス）の充
実

行政が保有している地図情報を市民に利活用してもらうた
め、市民公開ＧＩＳ（長浜市地図サービス）をインター
ネット上で公開し、白地図をはじめ土地利用上の各種規制
図や防災情報（ハザードマップ）等の情報を提供していま
す。

○市民公開ＧＩＳの搭載レイヤ数：
　　　　　　　10テーマ、48レイヤ掲載（H27年度）

庁内共用ＧＩＳレイヤのうち、個人
情報を含まないなどの公開可能な情
報を、市民公開ＧＩＳ（長浜市地図
サービス）に順次追加し、内容の充
実を図ります。

都市計画課
（データ所管
課）

市民公開ＧＩＳ
の搭載情報件数
（内訳：レイヤ
数）

【大綱】　改革の方針２　市民との協働・連携を推進し地域力を上げます

【大綱】　推進項目④　地域一括交付金制度等の検討と協働型事業の拡充

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

【大綱】　推進項目⑤　積極的な情報公開の推進と効果的な市政情報の広報

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

24 市政情報の効果
的な広報の推進

市民が必要な市政情報をいつでも入手できるようにするた
め、広報ながはまの発行、市ホームページへの情報掲載、
報道機関への情報提供をはじめ、市民活動団体との協働に
よるインターネット動画サイトを活用した市政情報等の発
信など、各種媒体を活用して市政情報の広報を実施してい
ます。

○広報ながはまの発行：月２回、全戸配布（42,300部発
行）
○市HPの閲覧数：323,504回（H26年度月間平均）
○市HPのFacebook登録者数：1,770人（H27.4月）
○市政情報LINE登録者数：741人（H27.4月）
○ケーブルTV、インターネットを活用した動画による市政
情報「ながはまTV」の発信
インターネット視聴数：1,000回（H26年度月間平均）
○市民が運営するインターネット情報局「STUDIOこほく」
番組内で「長浜チャンネル」コーナーを設置し、市職員自
ら市政情報をPR（月2回）
参考：STUDIOこほく（生放送：毎週水曜日 21:00-22:00、
録画放送）の視聴数：3,000回（H26年度月間平均）

多様な媒体を活用して、市政情報を
効果的に広報します。

市民広報課

①市HPの閲覧数
（月間平均）
②市HPの
Facebook登録者
数
③市政情報LINE
登録者数
④ながはまTVイ
ンターネット視
聴回数（月間平
均）
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 ７　アクションプラン取組内容

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

32事業
達
成

49事業
（32事業＋新規17事業）

55事業
達
成

132事業

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

10事業
達
成

実施された14事業すべて評
価した

【達成とした理由】
　当初評価予定だった事業
が、関係団体の日程調整によ
り、市内で実施されなかった
ため。事業名：RUN伴（担当
課：高齢福祉介護課）

12事業以上（市、市民とも
に高評価の事業数）

達
成

協働型事業132事業から双方評価対象事業を15事
業選定
うち市・市民ともに評価値80％以上の事業数：10
事業

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

①124団体

②2,500回

③290人

達
成

①　－

②4,531回（H29.3月末時点）

③428人（H29.3月末時点）

②4,800回

③500人

達
成

②8,521回

③523人

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

13種
達
成

オープンデータ　1６種

アプリ　  　　　　１種
２０種

達
成

オープンデータ　２１種

アプリ　　　　　　１種

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

公開可能な情報の市民公開Ｇ
ＩＳへの追加
指定道路情報の公開（指定道
路マップ１テーマ、１レイヤ
追加）
市民公開ＧＩＳの登載レイヤ
数　10ﾃｰﾏ、48ﾚｲﾔ掲載
（H28.3.31時点）

未
達
成

未整備

・H29ハザードマップ追加
（医療救護所）

・公開可能な情報の市民公開
ＧＩＳへの追加

達
成

　新規の市民公開はできていないものの、各課の
整備状況（道路台帳等）を確認することにより、
公開レイヤの検討を進めることができた。また、
システム開発・保守業者からの事例提供等を促し
ており、ＧＩＳの活用方法や公開可能な情報の追
加について、今後も所管課への働きかけを継続す
る。

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

達
成

①318,855回

②2,400回

③900人

④590回

未
達
成

①310,489回／月（Ｈ29.3月
末）未達成

②3,211人（Ｈ29.3月末）達
成

③1,200人（Ｈ29.3月末）
達成

④744回／月
（Ｈ28.4月～Ｈ29.3月）達成

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度

①350,000回

②3,500人

③1,420人

④760回

進
捗
中

①291,868回
②3,607人
③1,462人
④666回
【部分未達成理由】
ＨＰやながはまTVの更新について閲覧数が目標数
に達しなかった。原因として、定期的にページの
更新を行ったが、魅力ある情報や知りたい情報な
どの発信が不足したことも考えられる。ＨＰで
は、ページが役に立ったかなどのアンケートを
取っており、今後のページ更新の参考にして改善
を図りたい。また、首都圏でのＰＲ事業やチラシ
配布などで長浜ファンを増やすなど、間接的な効
果も積極的に狙う。
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 ７　アクションプラン取組内容

25 行政出前講座の
充実

市民の皆さんが、知りたい、聞きたい市の施策や制度など
について、職員から直接話を聞き、意見交換ができるよう
「行政出前講座」を開設しています。

○行政出前講座数：全51講座、開催数：803回（H26年度)

行政出前講座を充実し、職員が市民
の声を直接聞く機会を増やします。

市民活躍課
行政出前講座の
開催数

26 財政の透明性の
向上

財政の透明性の向上を図るため、市HPにおいて財政情報を
公表しています。

○市HPに掲載している主な財政情報（H26年度）
予算：予算の概要、予算編成過程
・財政事情：半期毎の財政動向及び市長の財政方針、収入
及び支出概況、住民負担状況、公営事業の経理概況、財
産、公債及び一時借入金の現在高等
・財務情報・今後の財政運営：財政白書、財務４表、健全
化判断比率・資金不足比率、補助金等の交付状況等

公共事業の施行状況について、予算
額、契約済額及び支出済額を四半期
毎に公表します。

財政課

公共事業の予算
額、契約済額及
び支出済額の公
表

27 地方公会計制度
の整備

一般行政経費等の開示を充実させるため、総務省改訂モデ
ルによる財務諸表を作成し、公表しています。

統一的な基準による公会計の整備を
進め、事業や公共施設等のマネジメ
ントに取り組むとともに、他の地方
公共団体や時系列での経営状況の比
較を一層可能とします。

会計課
財政課
行政経営改革課
（全部局）

統一的な基準に
よる財務諸表の
作成・公表・利
活用

28 病院事業の経営
健全化

長浜病院及び湖北病院の特性を活かし、患者や利用者への
サービスを充実させるとともに、地域において必要な医療
を安定的かつ継続的に提供するため、長浜市病院事業改革
プランを策定し、運用しています。

○経常収支比率（H25年度）
①長浜病院：99.43％
②湖北病院：96.78％

長浜市病院事業改革プランに基づ
き、病院事業の経営健全化を図りま
す。

長浜病院
経営企画課

経常収支比率

①長浜病院

②湖北病院

29
公共下水道事業
の地方公営企業
法の適用

公営企業会計を適用していない公共下水道事業に対して同
会計の適用を進めるために、公共下水道に統合する農業集
落排水施設の資産評価を行い、固定資産台帳の整備を行っ
ています。

下水道事業の経営の自立化、健全化
を進めるため、平成30年度において
公共下水道事業に地方公営企業法を
適用します。

下水道課
地方公営企業法
の適用
（平成30年度）

30
公共施設等総合
管理計画の進捗
管理

公共施設等を総合的かつ計画的に管理し、施設機能の確保
と効果的な運営を行うため、公共建築物の基本方針（適正
配置、質の向上、更新費用・管理運営費の財源確保）とイ
ンフラ資産の基本方針（更新費用の縮減と平準化、長寿命
化、投資額の確保）を定めた「長浜市公共施設等総合管理
計画」を平成26年度に策定しました。

○公共建築物の延床面積：68.4万㎡（H25年度末）

公共建築物の延床面積を平成36年度
末までに平成25年度末と比較して
６％削減します。（68.4万㎡→64.4
万㎡）

行政経営改革課
公共建築物の延
床面積削減の進
捗率

【大綱】　改革の方針２　市民との協働・連携を推進し地域力を上げます

【大綱】　推進項目⑤　積極的な情報公開の推進と効果的な市政情報の広報

【大綱】　改革の方針３　比較可能な公会計を整備し経営力を上げます

【大綱】　推進項目①　財政の透明性・予見可能性の向上と検証性の確保

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

【大綱】　推進項目①　財政の透明性・予見可能性の向上と検証性の確保

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

【大綱】　推進項目②　公共施設の再生と施設サービスのソフト化

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安
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 ７　アクションプラン取組内容

平成29年度
年
度

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

未
達
成

740回
達
成

730回 740回
進
捗
中

616回
新規施策等が少なく、講座の依頼が少なかったた
め、目標回数には達しなかったが、講座のメ
ニューを充実させ、講座受講者から高い評価をい
ただくことができた。

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

四半期ごとに公表
達
成

四半期毎に公表
（第4四半期分はH29.4月以降
に集計）

四半期毎に公表
達
成

四半期毎に公表
（ただし第四半期分の集計は平成30年4月以降）

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

固定資産台帳の整備
達
成

財務会計システムの改修や地
方公会計標準ソフトウエアの
導入など、平成２８年度決算
の財務書類の作成・公表に向
け準備を進め、開始貸借対照
表を作成した。

平成28年度決算の財務諸表
の作成・公表・利活用

達
成

・平成28年度決算の財務書類を作成し、公表し
た。
・代表的な施設類型（文化ホール）において、
　試験的に施設別行政評価シートを作成し、
　コスト情報整理のための基準検討を行った。

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

未
達
成

①97.69％

②96.95%

未
達
成

①94.1％

②94.4％

長浜市病院事業中期経営計画
における数値目標

進
捗
中

中期経営計画取組施策の数値目標達成状況
①長浜病院
　　取組施策項目　４４項目
　　　Ａ評価（達成率100％以上）　２１項目
　　　Ｂ評価（達成率80～100％）　１８項目
　　　Ｃ評価（達成率80％未満） 　　 ５項目
②湖北病院
　　取組施策項目数　３８項目
　　　Ａ評価（達成率100％以上）　２５項目
　　　Ｂ評価（達成率80～100％）　　９項目
　　　Ｃ評価（達成率80％未満）　　  ４項目

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

H27年度固定資産台帳の整
備、下水道管路台帳の電子
化、固定資産調査の試行的実
施

達
成

下水道台帳管理システム完成
（H28年度整備分はH29に更
新）

固定資産データの受領、企業
会計システムへの反映（平成
29年4月）

企業会計システムの仕様決定

企業会計システムの運用準備
法適化にともなう事務手続き
の実施

達
成

企業会計システム構築完了　・法適化事務手続き
完了

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

進捗率：　　　37%
H27年度純減：14,633㎡

達
成

目標進捗率：　43％
H28年度純減：17,041㎡

平成36年度目標（６％削
減）の達成に向けた延床面積
の削減

達
成

目標進捗率：62％
平成29年度純減（累積）：24,723 ㎡

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度
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 ７　アクションプラン取組内容

31
農業集落排水施
設の公共下水道
への統合

快適で安全・安心、持続可能な下水道を構築するため、平
成40年度を目標とした「長浜市下水道ビジョン」を平成26
年度に策定しました。
農業集落排水施設等は、市内57処理区と広範囲に点在して
おり、単独処理による不採算経営、施設の老朽化の進行と
修繕費の高騰が懸念されます。

将来にわたって下水道事業を健全に
運営するため、農業集落排水施設を
公共下水道に統合します。

下水道課
農業集落排水施
設の公共下水道
への統合

32 公共施設等の保
全整備費の確保

平成24年３月に支所庁舎等再編整備基金を設置し、支所庁
舎をはじめとする公共施設の再編、整備その他の有効活用
に取り組んでいます。

○支所庁舎等再編整備基金
　　　　　　（H26年末残高見込：２億５千万円）

将来の公共施設等の大量更新時期を
見据え、支所庁舎等再編整備基金を
インフラ資産の保全整備にも対応で
きるようにするため、公共施設等保
全整備基金を設置し、必要な費用の
財源を計画的に基金へ積立てます。

行政経営改革課
公共施設等保全
整備基金への積
立額

33 債権回収対策の
強化

財源確保による安定した市の財政運営と市民負担の公平性
を確保するため、市の債権については、長浜市債権管理計
画に基づき、適正な債権管理を進めています。

長浜市債権管理計画に基づき、各債
権の目標収納率を達成します。

滞納整理課
（税務課、保険
医療課、高齢福
祉介護課、子育
て支援課、建築
住宅課、下水道
課、幼児課、長
浜病院医事課、
湖北病院医事
課）

各債権の収納率

34 受益者負担の適
正化

施設使用料、サービス利用料等については、住民の負担の
公平性の観点から、利用目的や利用形態が類似する施設間
における使用料の均衡を図ってきました。

○施設使用料の改正：32施設（H24年度)
○学校体育施設開放事業の負担料の徴収（H25年度）
○簡易水道事業の料金改定（浅井）（H25年度）
○農業集落排水処理施設の使用料体系の統一（H26年度）
○消費税増税８％の適正転嫁の一部実施
　　　　　　　　　（宿泊施設、公共料金）（H26年度）

利用率の向上による収支改善や施設
維持管理コストの縮減等を前提に、
公共施設における受益と負担の適正
化を図ります。
また、消費税増税にともなう適正な
転嫁を行います。

①行政経営改革
課
（施設所管課）

②財政課

①施設使用料等
の改正

②消費税増税に
ともなう適正な
転嫁

35 未利用財産の活
用

未利用となっている公有財産については、地域団体や民間
への貸付や売却を積極的に行うなど、有効な利活用を進
め、歳入の増加や維持管理コストの縮減を進めています。

○未利用財産の新規活用件数（H26年度）
①売却等件数：５件
（土地譲与：１件、427㎡。土地売却：１件、429㎡。
　建物譲与：３件、772㎡）
②新規貸付件数：５件
（土地貸付：４件、11,069㎡。建物貸付：１件、150㎡）

未利用財産の売却、貸付を着実に行
います。

財産活用室
行政経営改革課

未利用財産の新
規活用件数
①売却等件数

②新規貸付件数

【大綱】　改革の方針３　比較可能な公会計を整備し経営力を上げます

【大綱】　推進項目②　公共施設の再生と施設サービスのソフト化

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

【大綱】　推進項目③　税源かん養と歳入確保の推進

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

【大綱】　改革の方針３　比較可能な公会計を整備し経営力を上げます

【大綱】　推進項目③　税源かん養と歳入確保の推進

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安
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 ７　アクションプラン取組内容

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

海老江地区、公共下水道への
接続調査、実施設計の完了。

達
成

工事（１処理区）
・海老江地区公共下水道接続工
事
（平成28年分完了 次年度継続）

調査設計（３地区）
・海老江・益田地区公共下水道
 接続土質調査業務完了
・木尾地区公共下水道接続実施
　設計業務完了
・美浜地区公共下水道接続実施
　設計業務完了

工事（２処理区）
達
成

・海老江･益田処理区
　工事施行方法（推進工）において想定外の土質
（礫質）により進捗率が低下したことにより年度
完了が若干遅れたが、 Ｈ30.5工事完了。Ｈ30.7接
続
・木尾処理区
　平成30年度接続予定

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

積立額
8億4千万円

達
成

積立額に34,612千円を増額
（3月補正）し、整備費の確
保を行った。

２千万円
達
成

積立額223,690千円

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

未
達
成

詳細は別紙のとおり
未
達
成

【新たな未収債権の発生抑止】
◆各未収債権担当課において督促・催
告・納付相談等を適宜行った。
【既存未収債権の縮減】
◆各未収債権担当課において滞納整理
（処分・法的措置執行停止・債権放
棄）を進め、未収債権縮減を図った。
【全庁一体となった取組みの推進】
◆債権管理委員会検討部会
　　8/4、9/28、11/22、12/19､
　　12/21､ 1/10
◆債権管理委員会 8/9、1/18、2/15
◆未収債権担当者会議（研修会）
　　5/2、6/27、7/29、8/10
◆４半期ごとの債権管理の進捗状況ﾋ
ｱﾘﾝｸﾞを実施。
◆巡回相談　8月、9月、11月、12
月、2月実施。
◆第1期債権管理計画 平成27年度徴
収計画実績と評価報告。
◆平成29年度徴収計画を策定。

改訂後の長浜市債権管理計画
における各債権の目標収納率

※別紙のとおり

達
成

【未収債権の発生抑止と縮減】
◆各未収債権担当課において滞納整理（処分・法
的措置
　執行停止・債権放棄）等を進め、未収債権の発
生抑止と縮減を図った
【全庁一体となった取組みの推進】
◆未収債権担当者対象の研修を行った。（5/1、
6/19、10/24）
◆４半期ごとの債権管理の進捗状況ヒアリングを
実施。
◆巡回相談の実施（5・6・8・9・11・2・3月）
◆平成28年度徴収計画実績と評価
◆平成30年度徴収計画を策定。

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

①固定資産台帳の整備

②消費税率の引き上げ
（10%）に向けた研究及び検
討

達
成

①直営公民館等の利用状況等の
調査
　地方公会計制度整備にともな
う基礎データの検証

②消費税増税に伴う適正な転嫁
・消費税率引上げの延長に伴
い、6月2日付で本市の対応方針
を決定（H29年度以降の予算編
成に係る対応）
・消費税率引上げの延期に伴う
影響額を試算

①施設別コスト及び受益者の
負担区分に基づく使用料等の
設定（改正案の作成）

②消費税増税にともなう適正
な転嫁

達
成

①施設別コスト及び受益者の負担区分に基づく使
用料等の設定（改正案）の作成

②消費税率引き上げへの対応として、今後のスケ
ジュールや課題等について、関係課と協議を行っ
た。

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

①6件

②4件

達
成

①５件（6千㎡、52百万円）
　H22以降の売却累計
　　28千㎡、780百万円

②０件

①４件

②１件

達
成

・未利用地等の情報提供（30件）を市ホームページで
公表（売却した物件を削除したため28件を掲載中）
・民間業者と公有財産売却支援業務委託を締結
・利活用方針決定（９件）
・境界確定作業（２件）
・分筆作業（２件）
・鑑定作業（８件）
・入札募集（７件）
　　10/20入札実施　2/23入札実施
・公募型プロポーザルによる売却（１件）
　　3月6日審査実施
未利用財産の新規活用件数
　①売却等件数　５件
　②新規貸付件数　０件

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度
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 ７　アクションプラン取組内容

36 地方債残高の削
減

将来世代の負担を軽減するため、計画的な繰上償還の実施
により、公債費負担の軽減と地方債残高の縮小を図ってい
ます。

○地方債残高（普通会計）：516億円
○市民一人当たり地方債残高：422千円
　県内都市平均：393千円（H25年度末）

財政計画を着実に運用し、市民一人
当たり市債残高を県内都市平均以下
に縮減します。

財政課
地方債残高（普
通会計）

37 補助金の見直し

補助金については、長浜市補助金制度ガイドラインに基づ
き、支出の根拠、必要性、公平性、費用対効果などを検証
し、支出しています。

○補助金の決算額：2,109百万円（H25年度）

補助金をより的確で効果的なものと
するとともに、市民に開かれた補助
金制度とするため、長浜市補助金制
度ガイドラインを改定し、適正化を
図ります。

財政課 補助金の決算額

38
出資法人等の公
的関与の見直し
と経営健全化

主として民間企業が参入しにくい地域づくりの分野におい
て、行政の事務の外部化による経費の軽減と民間活力の導
入を図るため、市または市と民間が出資して設立した法人
が12法人あります。
出資法人の経営健全化を促進するため、出資法人の経営状
況を毎年HPで公表しています。

○出資法人：市が資本金、基本金その他これらに準ずるも
のの４分の１以上を出資している一般社団法人及び一般財
団法人並びに株式会社
　長浜市土地開発公社、公益財団法人長浜文化スポーツ振
興事業団、公益財団法人曳山文化協会、一般財団法人湖北
水源の郷づくり、長浜地方卸売市場株式会社、株式会社黒
壁、長浜まちづくり株式会社、株式会社まちづくり虎姫、
湖北水鳥ステーション株式会社、有限会社西浅井総合サー
ビス、株式会社ふるさと夢公社きのもと、えきまち長浜株
式会社

出資法人が市の行政機能の補完、代
替等を目的に設立された経緯を踏ま
えたうえで、公的関与の適正化を図
るため、役職員の派遣、財政支援、
出資比率などの見直しを行うととも
に、出資法人等の経営の健全性を
チェックする仕組みを整備します。

行政経営改革課
（総務課、ス
ポーツ振興課、
歴史遺産課、商
工振興課、農政
課、長浜駅周辺
まちなか活性化
室、北部振興局
地域振興課）

①【再掲：取組
Ｎｏ14】
PPP計画の策
定・運用

②経営健全化指
標の設定・公表

39 米原市との共同
事務の見直し

これまで湖北地域においては、共通する事務を複数の自治
体が一部事務組合方式、共同設置方式及び事務受託方式に
より、共同で事務を処理し、効率的で質の高いサービスの
提供を図ってきました。

○一部事務組合方式
長浜水道企業団、湖北地域消防組合、湖北広域行政事務セ
ンター
○共同設置方式
湖北地域介護認定審査会
○事務受託方式
湖北地域しょうがい者自立支援審査会、長浜米原休日急患
診療所

市町合併が進んだことにより、湖北
地域は本市と米原市の２市のみと
なったことから、共同事務のあり方
について、長期的な視点に立って見
直しを進めます。

総合政策課
（防災危機管理
局、下水道課、
環境保全課、高
齢福祉介護課、
しょうがい福祉
課、健康推進
課、財政課、行
政経営改革課）

米原市との協議
の実施

【大綱】　改革の方針３　比較可能な公会計を整備し経営力を上げます

【大綱】　推進項目④　地方債残高の削減と負担金・補助金の見直し

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

取組
Ｎｏ

アクションプラン
名

これまでの取組及び現状等 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安
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 ７　アクションプラン取組内容

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

未
達
成

49,890百万円
繰上償還額：4.1億円
公債費：51億円
市民一人当たり地方債残高：
412千円
県内都市平均：394千円
（H26年度末）

達
成

46,711百万円

　繰上償還額　15.9億円
　公債費　　　60.5億円
　市民一人当たり地方債残高
390千円

46,320百万円
達
成

44,917百万円
　繰上償還額　　16.3億円
　元金償還金　　54.8億円
　市民一人あたり地方債残高
　　　　　　　　 378千円

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

未
達
成

未改定
達
成

下記の視点により補助金制度ガイドライ
ンを見直した。
①既存のルールの理解と認識、その徹底
②補助金の情報公開について、さらなる
　推進
③民間との支援・連携のあり方を明確化

（見直し内容）
・補助対象経費の明確化（補助対象経費
　の算出方法の明確化）
・補助対象事業の履行確認に係る事項の
　整理（事業の早期執行等）
・「補助金評価シート」を改正し、補助
　金の目的や効果の検証結果を明確化す
　るとともに、評価内容を市ホームペー
　ジ等での公開を検討
・官民パートナーシップを推進する場合
　について、「補助金総額の設定」から
　「歳出総額の設定」に財政規律目標を
　変更

2,109百万円
※官民パートナーシップを推
進する場合は、除く

達
成

予算編成等において、各所属で設定された補助金
の目的や効果の検証を行った。

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

達
成

①長浜市官民パートナーシッ
プ推進基本方針の策定

②経営健全化指標
新たな指標の追加、公表

達
成

①長浜市官民パートナーシッ
プ実施計画の策定(平成29年3
月)

②各所管課の評価実施
　市ＨＰにおいて結果の公表

①長浜市官民パートナーシッ
プ実施計画の運用

②経営健全化指標の設定・公
表

達
成

①ＰＰＰ実施計画
・取組業務ごとの進捗管理及び新規導入業務の照
会
・取組完了事業：公有財産売却支援業務、会計課
窓口収納業務、長浜の自然と森に親しむ体験交
流・保全事業

②経営健全化指標
・指標の精査
・市ＨＰにおいて結果の公表
・「一般社団法人湖北水源の郷づくり」解散に伴
う清算

評価 結果 評価 結果 目標 評価 結果等

未
達
成

長浜水道企業団
米原市との協議に向けて今後
の課題を整理
米原市との協議未実施

湖北地域介護認定審査会
米原市との共同事務のあり方
について、米原市と関係課協
議を実施（H27.5.13、
H27.8.26、H27.10.23）

達
成

・湖北地域介護認定審査会
　米原市と共同事務のあり方
について、米原市と協議を実
施（5/17、11/8)

・長浜米原休日急患診療所
　米原市と負担金の取り扱い
について、米原市と協議を実
施（7/6)

湖北地域介護認定審査会のあ
り方について、引き続き米原
市との協議を実施
その他共同事務のあり方につ
いて、米原市との協議の実施

達
成

　湖北地域介護認定審査室について、米原市や湖
北医師会との協議の結果、平成31年度から、共同
設置を解消し、両市でそれぞれ単独設置とするこ
とで合意。

　その他の共同事務についても、必要に応じ米原
市や関係機関との協議を実施。

平成27年度 平成28年度

平成27年度

平成27年度 平成28年度

平成28年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度
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【別紙】Ｎｏ．３３　各債権の収納率・未収金額　実績と年次目標

長浜市債権管理計画（計画期間：平成28年度～平成30年度）

区分 年次目標 実績 年次目標

年度 平成29年度 平成29年度 平成30年度

現年度分(%) 98.9 99.2 98.9

滞納繰越分(%) 20.7 27.3 20.7

未収金額(千円） 655,653 495,225 637,216

現年度分(%) 93.7 94.9 94.0

滞納繰越分(%) 18.5 24.6 18.6

未収金額(千円） 413,455 315,819 396,862

現年度分(%) 99.8 99.8 99.8

滞納繰越分(%) 73.0 46.6 73.0

未収金額(千円） 2,623 3,894 2,630

現年度分(%) 99.6 99.6 99.5

滞納繰越分(%) 22.0 25.5 22.0

未収金額(千円） 19,151 24,652 21,533

現年度分(%) 99.5 99.7 99.5

滞納繰越分(%) 25.0 31.9 25.0

未収金額(千円） 1,319 929 1,188

現年度分(%) 99.0 98.7 99.0

滞納繰越分(%) 9.2 10.0 9.2

未収金額(千円） 19,755 19,884 18,684

現年度分(%) 94.0 94.2 94.0

滞納繰越分(%) 4.0 5.9 4.0

未収金額(千円） 211,359 180,932 208,389

現年度分(%) 98.7 99.0 98.7

滞納繰越分(%) 22.4 25.4 22.4

未収金額(千円） 89,765 68,329 89,309

現年度分(%) 100.0 98.5 100.0

滞納繰越分(%) 3.3 52.6 5.1

未収金額(千円） 6,787 868 5,814

現年度分(%) 98.8 99.2 98.8

滞納繰越分(%) 23.5 31.5 23.4

未収金額(千円） 14,793 9,272 14,878

現年度分(%) 98.9 99.4 99.0

滞納繰越分(%) 22.0 23.7 22.0

未収金額(千円） 24,919 12,969 23,929

現年度分(%) 99.6 99.8 99.7

滞納繰越分(%) 32.0 49.2 32.1

未収金額(千円） 541 558 490

現年度分(%) 94.9 96.4 95.0

滞納繰越分(%) 37.3 36.8 37.3

未収金額(千円） 181,554 117,845 179,260

現年度分(%) 98.0 97.5 98.0

滞納繰越分(%) 46.7 54.0 48.2

未収金額(千円） 7,680 9,957 7,407

担当課 債権名

税務課
滞納整理課

市税

税務課
滞納整理課

国民健康保険料(税）

保険医療課 後期高齢者医療保険料

高齢福祉介護課 介護保険料

子育て支援課
放課後児童クラブ保護者負担
金

建築住宅課 市営住宅使用料

建築住宅課 住宅改修資金等貸付金等

下水道総務課 公共下水道使用料

下水道総務課 公共下水道受益者負担金

下水道総務課 農業集落排水処理施設使用料

幼児課
滞納整理課

保育所保育料

幼児課 幼稚園保育料

市立長浜病院
医事課

病院診療費等（長浜病院）

長浜市立湖北病院
医事課

病院診療費等（湖北病院）
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長浜市

第３次 長浜市行政改革大綱
アクションプラン【平成30年度～平成32年度】

～平成30年度　年次計画～

将来の長浜市民に、負担を残さない持続可能なまちづくり

平成30年9月

【資料２】
長浜市地域経営改革会議②

平成30年11月1日(木)



１　アクションプランの目的と位置づけ

２　アクションプランの取組期間

３　推進体制と進行管理

４　10年後の市の姿（経営資源：平成36年度）

① 正規職員数 【平成30年４月１日現在：1,040人】

（定員適正化計画）

② 公共建築物の延床面積 【平成30年４月１日現在：65.9万㎡】

（公共施設等総合管理計画）

③ 普通会計予算規模 【平成30年度：529億円】

（財政計画）

５　財政健全化指標

① 実質赤字　　　：一般会計において赤字を出さない。

 　　　　　　　　　（実質赤字比率：０％以下） 【平成29年度決算：０％以下】

② 連結実質赤字　：一般会計及び特別会計の合算において赤字を出さない。

 　　　　　　　　　（連結実質赤字比率：０％以下） 【平成29年度決算：０％以下】

③ 将来負担　　　：将来負担すべき借入残高等は返済可能額を上回らない。

  　　　　　　　　  （将来負担比率：０％以下） 【平成29年度決算：０％以下】

④ 実質公債費比率：11.1 ％以下とする。 【平成29年度決算：4.4％】

 64.4万㎡ 

 476億円 

第３次長浜市行政改革大綱アクションプラン（以下「アクションプラン」とい
う。）は、第３次長浜市行政改革大綱の目標を達成するための目指す姿、課題、取
組内容、推進課、年度ごとの目標等を定めるものです。

アクションプランは、結果の目安を定め、できる限り数値化を図るとともに、数
値化が困難なものについては計画の策定や実行の期限を定め、ＰＤＣＡ（計画・実
行・評価・改善）の管理サイクルを着実に回して、より良いものにしていきます。

アクションプランの取組期間は、平成30年度から平成32年度までの３年間とし
ます（第３次長浜市行政改革大綱の取組期間：平成27年度から平成36年度までの
10年間）。

アクションプランの推進にあたっては、市長を本部長とする「行政改革推進本
部」を中心に各部局連携して取り組むとともに、本部において毎年度、評価を行い
効果的な推進を図ります。

また、市民の誰もが改革の進行状況や成果等を確認・点検できるよう、毎年度わ
かりやすく取りまとめ、様々な媒体を通じて広報し、行政経営の透明化を図るとと
もに、市議会はもとより、市民、有識者で構成する「長浜市地域経営改革会議」な
どの意見を踏まえ、着実に推進していきます。

1,011人　

1



推進課（関係課）

①　質を重視したサービスの提供 1 質の高い窓口サービスの提供
市民課、税務課、保険医療
課、行政経営改革課

市民課

②　シンプルでわかりやすい組織
　　機構の整備

2 簡素で柔軟性、機動性のある組織づくり 行政経営改革課、人事課 行政経営改革課

3 内部統制の運用
総務課、財政課、契約検査
課、会計課　（全部局）

総務課

4 決裁事務電子化に向けた整備
情報政策課、総務課、財政
課、契約検査課、会計課、行
政経営改革課

情報政策課

④　職員力・組織力を高める人材
　　育成の充実

5 職員力・組織力の拡充 人事課 人事課

⑤　職員の能力、意欲、経験等を
　　活かす人事管理制度の整備

6 働き方改革の推進
人事課、行政経営改革課
（全部局）

人事課

①　ＰＰＰ（官民パートナーシッ
　　プ）の積極的推進

7 ＰＰＰ（官民パートナーシップ）の積極的推進 行政経営改革課 行政経営改革課

②　公共施設の整備・運営への民
　　間資金・能力の積極的活用

8
公共施設の整備・運営への民間資金・能力
の積極的活用

行政経営改革課 行政経営改革課

③　市民協働を推進する拠点と支
　　援体制の整備

9 地域づくり協議会の活動拠点づくり 市民活躍課 市民活躍課

10 地域づくり協議会への一括交付金の創設 市民活躍課 市民活躍課

11 協働型事業の拡充 市民活躍課 市民活躍課

⑤　積極的な情報公開の推進と効
　　果的な市政情報の広報

12 市民との情報共有の推進 市民広報課、総合政策課 市民広報課

14 公共施設マネジメントの積極的推進
公共施設マネジメント課
（施設所管部署）

公共施設マネジメント
課

15 農業集落排水処理施設の公共下水道への統合 下水道施設課 下水道施設課

16 債権回収対策の強化

保険医療課、税務課、滞納整
理課、子育て支援課、高齢福
祉介護課、建築住宅課、下水
道総務課、幼児課、長浜病院
医事課、湖北病院医事課

滞納整理課

17 未利用財産の活用 公共施設マネジメント課
公共施設マネジメント
課

18 地方債残高の削減 財政課 財政課

19 補助金の適正な運用 財政課 財政課

20 出資法人等の経営健全化

行政経営改革課（公共施設マ
ネジメント課、スポーツ振興
課、歴史遺産課、商工振興
課、農政課、長浜駅周辺まち
なか活性化室、北部振興局地
域振興課）

行政経営改革課

21 米原市との共同事務の合理化

総合政策課（環境保全課、下
水道総務課、防災危機管理
局、財政課、行政経営改革
課）

総合政策課

６　アクションプラン（平成30年度～平成32年度）一覧

13 地方公会計制度の活用
財政課、公共施設マネジメン
ト課、行政経営改革課、会計
課　（全部局）

財政課

第３次長浜市行政改革大綱 第３次長浜市行政改革大綱アクションプラン

目標 方針 改革の推進項目 アクションプラン名
平成30年度 進行管理表

作成・提出課
(とりまとめ課）

②　公共施設の再生と施設サービ
　　スのソフト化

③　税源かん養と歳入確保の推進

　
　
生
産
性
・
地
域
力
・
経
営
力
の
向
上
で
築
く

　
　
　
　
　
「
協
働
で
つ
く
る
　
輝
き
と
風
格
の
あ
る
ま
ち
　
長
浜
」

改革の方針１

サービスの質を常
にカイゼンし
生産性を上げます

③　内部統制の整備・運用とコン
　　プライアンスの徹底

改革の方針２

市民との協働・連
携を推進し
地域力を上げます

④　地域一括交付金制度等の検討
　　と協働型事業の拡充

改革の方針３

比較可能な公会計
を整備し
経営力を上げます

①　財政の透明性・予見可能性の
　　向上と検証性の確保

④　地方債残高の削減と負担金・
　　補助金の見直し

⑤　出資法人と広域行政の役割の
　　見直し

質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス

2



第３次長浜市行政改革大綱アクションプラン進行管理表 【平成３０年度評価】

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

市民アンケートの実施
市民アンケート結果に基づくカイ
ゼンの実施
業務体制の検討
委託業務の確定、業務仕様書等の
作成

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

・市民アンケートの実施
・市民アンケート結果に基づくカ
イゼンの実施
・業務体制の検討
・委託業務の確定、業務仕様書等
の作成

Ⅱ

・市民アンケートの実施（市民満
足度調査 期間：6/19-6/29、対
象：18歳以上5,000人）
・業務体制の検討（市民課一部事
務の民間委託、９月補正予算要
求）
・市民課一部事務の委託業務
（案）の確定、業務仕様書（案）
等の作成

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

①組織体制の検証に基づく改善の
実施

②支所機能見直しに伴う（仮称）
行政サービス窓口の設置に向けた
組織体制と事務の整理

③1,030人（平成31年４月１日）

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

①平成31年度組織体制の設計
　組織改編
②(仮称)行政サービス窓口の体制、
事務内容の協議
　全職員で取り組む業務の体制、
内容の協議
③定員適正化計画を着実に運用
し、職員数の適正化を図る。

Ⅱ

①人事課及び関係部局・課との協
議の実施
②支所機能の見直しに係る課題・
問題点の整理を行い、関係部局と
対応手法・方向性の協議を実施
③定員適正化の基礎とする年次計
画に基づき職員採用試験を実施

【大綱】　改革の方針１　サービスの質を常にカイゼンし生産性を上げます

【大綱】　推進項目①　質を重視したサービスの提供

課題 これからの取組内容

職員数の適正
化による計画
的な職員数の
縮減に対応し
つつ、質の高
い窓口サービ
スを安定して
提供すること
が不可欠で
す。
市民満足度の
高い窓口サー
ビスの提供に
努める必要が
あります。

市民のニーズ
を的確に把握
し、市民満足
度の高い窓口
サービスを提
供していくと
ともに、業務
の外部委託等
も視野に入れ
た業務体制の
整備を進めま
す。

年度末（３月）

1
質の高い窓口
サービスの提
供

来庁者に寄り
添った丁寧な
対応のもと、
適正かつ迅速
な市民満足度
の高い窓口
サービスを提
供します。

市民の利便性の向上を図るため、
コンビニエンスストアにおいて住
民票等の交付及び市税・料等の収
納を進めるなど、行政サービス提
供窓口の拡大を図るとともに、本
庁舎１階においても、多機能端末
機を設置し、マイナンバーカード
の普及促進と証明書交付手続の簡
素化・待ち時間の短縮に努めてい
ます。
平成28年度には、本庁舎１階ロ
ビーのレイアウト等の変更や番号
案内等表示システム等の設置によ
り、市民にとってより便利でわか
りやすい行政サービスの提供に努
めています。

市民課、税
務課、保険
医療課、行
政経営改革
課

市民満足度
の高い窓口
サービスの
提供、業務
体制の整備

中間（９月）

取組
Ｎｏ アクションプラン名 目指す姿 これまでの取組及び現状等

推進課
（関係課）

結果の目安

中間（９月）

2

簡素で柔軟
性、機動性の
ある組織づく
り

効果的・効率
的な行政運営
を可能とする
とともに、市
民にとってわ
かりやすい組
織体制としま
す。

職員数の適正化による計画的な職
員数の縮減に対応しつつ、サービ
スの質を維持・向上し、市民ニー
ズや新たな行政課題に迅速に対応
するため、簡素で柔軟性のある組
織づくりを進めています。
支所の機能については、平成28年
４月に７支所を市民生活部に位置
付け、行政サービス窓口業務に集
約しました。

○部局主管課の設置
○グループ制の導入
○長浜市重要施策推進のための部
局横断型組織の設置
○正規職員数：1,037人（平成29年
４月１日現在）

行政経営改
革課、人事
課

①組織体制
の見直しの
実施

②支所機能
の見直し

③正規職員
数

【大綱】　推進項目②　シンプルでわかりやすい組織機構の整備

取組
Ｎｏ アクションプラン名 目指す姿 これまでの取組及び現状等

推進課
（関係課）

結果の目安
年度末（３月）

課題 これからの取組内容

年々変化する
情勢に対応す
るため、限ら
れた資源（職
員・施設・予
算）を最大限
に活用し、行
政サービスの
質の維持・向
上を図る必要
があります。

これまでの取
組を検証し、
簡素で柔軟
性、機動性の
ある組織にな
るよう改善し
ます。
支所の名称と
機能を見直
し、「（仮
称）行政サー
ビス窓口」体
制により、行
政サービスの
提供を行いま
す。

様式：年度末評価 区分 Ａ：予定以上に進捗 Ｂ：概ね予定の80～100%の進捗

Ｃ：概ね予定の50～80%の進捗 Ｄ：概ね予定の50%未満の進捗 Ｅ：未着手

中間評価 区分 Ⅰ：完了 Ⅱ：予定どおり Ⅲ：遅延 Ⅳ：未着手
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第３次長浜市行政改革大綱アクションプラン進行管理表 【平成３０年度評価】
様式：年度末評価 区分 Ａ：予定以上に進捗 Ｂ：概ね予定の80～100%の進捗

Ｃ：概ね予定の50～80%の進捗 Ｄ：概ね予定の50%未満の進捗 Ｅ：未着手

中間評価 区分 Ⅰ：完了 Ⅱ：予定どおり Ⅲ：遅延 Ⅳ：未着手

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

モニタリングの実施
リスク評価の実施
対応策の作成
研修と対策の実施
基本的事務の研修（財務会計、文書
他）
事務ミスの低減研修
重大リスクの共有化
報告書の作成、公表

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

・職員研修の実施（関係課連携）
　文書取扱事務、財務会計事務、文書
管理事務等
・モニタリング実施
・関係課会議の開催
　リスク管理の見直しやリスク対応策
等の検討

Ⅱ

【リスクの洗出し及び評価実績】
・業務リスク管理ＣＳによる実施（毎
月）、H29実績報告の公表
【職員研修実績】
・文書取扱主任等会議（4/24）
・財務会計事務説明会（4/27、5/1、
5/2）
　　※初任者向け、管理職向けを実施
・文書管理事務研修（5/30）
・委託契約結果公表に係る職員研修（8月
に計5回）
【関係課会議】
・財務事務の見直しに向けた協議
（6/14）
・リスク管理に実態把握会議（5/7）
【モニタリング】
・モニタリング方針の決定

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

全庁的な検討組織の設置

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

・検討チーム設置
・チーム会議（４回）
・職員研修会（２回）
・先進地視察（２回）

Ⅳ 検討チーム設置等の準備

年度末（３月）

電子決裁手
続の整備

中間（９月）

結果の目安

【大綱】　改革の方針１　サービスの質を常にカイゼンし生産性を上げます

【大綱】　推進項目③　内部統制の整備・運用とコンプライアンスの徹底

取組
Ｎｏ アクションプラン名 目指す姿 これまでの取組及び現状等

推進課
（関係課）

結果の目安
年度末（３月）

課題 これからの取組内容

目指す姿 これまでの取組及び現状等
推進課

（関係課）

業務リスク
管理実績報
告書の作
成・公表

中間（９月）

不祥事発生の
要因となるよ
うな不適正な
業務執行を防
ぐ仕組みや、
円滑な対話の
ある職場環境
をつくること
でリスク低減
の取組を定着
化させ、社会
的要請を捉え
ながらＰＤＣ
Ａのサイクル
を継続的に向
上させていく
ことが必要で
す。

不祥事を未然
に防ぎ、職員
全体の資質向
上を図るた
め、若手職員
を中心に法令
遵守の基礎と
なる事務研修
や、中堅職員
に職場内対話
を内容とした
事務改善研修
を実施しま
す。
重大事故に繋
がるような不
適正な業務執
行の事例に対
しては、再発
防止を図るた
め、情報の共
有と内容の分
析により改善
措置を行いま
す。

例外的なもの
を除くすべて
の事務決裁手
続を電子化す
るため、議会
や監査の了解
を得ながら、
全庁的に検討
を進めていく
必要がありま
す。

電子決裁を検
討するため、
全庁的な検討
組織を設置
し、電子決裁
に係る課題や
電子決裁シス
テムの検討を
進め、システ
ムの導入を目
指します。

課題 これからの取組内容

3
内部統制の運
用

不祥事を未然
に防止し、市
民から信頼さ
れる市役所を
築きます。

市民福祉の増進を図ることを組織
目標として、業務執行上のリスク
及び危機を全庁的に把握し、業務
リスクの管理徹底を行い、市民に
信頼される長浜市役所を構築する
ため、「法令遵守」、「情報管
理」、「財務規律の確保」、「資
産保全の確保」、「効果的な職務
執行」、「自己管理」の６つの柱
からなる「長浜市内部統制基本方
針」を平成28年６月に策定し取り
組んでいます。

総務課、財
政課、契約
検査課、会
計課
（全部局）

4
決裁事務電子
化に向けた整
備

すべての事務
決裁手続を電
子的手段で行
うことによ
り、決裁漏
れ、文書紛
失、支払いの
遅延防止等の
リスクを機械
的、物理的に
防止し、さら
なる事務の効
率化を進めま
す。

事務決裁等での例規的な整備や事
務処理システムの構築とあわせ
て、財務規則、契約規則等の整備
も必要となり、市民の行政手続や
収納の部分まで、検討を要する範
囲は多岐にわたります。
また、以前の電子決裁システム
は、決裁全体の半分程度の電子化
を目途とすることが多く、庁内事
務の抜本的な見直しを伴うものと
なっています。
本市では、電子決裁に関する取組
はまだ行われておらず、文書管理
システムや財務会計システムも長
期間利用していることから一定の
改修の検討も必要となってきてい
ます。

情報政策
課、総務
課、財政
課、契約検
査課、会計
課、行政経
営改革課

取組
Ｎｏ アクションプラン名

4



第３次長浜市行政改革大綱アクションプラン進行管理表 【平成３０年度評価】
様式：年度末評価 区分 Ａ：予定以上に進捗 Ｂ：概ね予定の80～100%の進捗

Ｃ：概ね予定の50～80%の進捗 Ｄ：概ね予定の50%未満の進捗 Ｅ：未着手

中間評価 区分 Ⅰ：完了 Ⅱ：予定どおり Ⅲ：遅延 Ⅳ：未着手

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

①2,000人

②130人

③100％

④仕組みの構築

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

①「平成30年度長浜市職員力・組織
力開発基本計画」の作成、計画的な研
修の開催
②専門的スキル習得研修の情報提供
③「職場研修計画書」の作成依頼
④派遣研修体験の報告会・オフサイト
ミーティングによる職員相互の学びあ
う機会の提供

Ⅱ

①「平成30年度長浜市職員力・組織
力開発基本計画」の作成及び年間計画
に基づく研修の実施
②研修情報をｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱで随時提供し
受講を勧奨
③「職場研修計画書」の提出確認（全
所属済）
④派遣職員の報告会実施（8/1）　ｵﾌ
ｻｲﾄﾐｰﾃｨﾝｸﾞの毎月実施

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

①10.3％

②８日

③所属目標と連動させた問題解決
に向けたプロセスと管理体制の検
討、確立

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

①管理職のマネジメント能力の向
上を図る。
②長時間労働の是正のため各種取
組の実施
③業務改善を目標管理制度に組み
込む検討
前年度のカイゼン運動を継続性を
もって全庁的な展開を図る

Ⅱ

①働き方改革研修(マネジメント）
実施（7/26）
②Ｈ30年度長浜市職員働き方改革
の取組を実施（7月～12月：集中取
り組み期間）
③推進課同士の協議を13回開催し
方向性を確認。先進地視察、管理
職マネジメントによるカイゼンの
取組、若手職員向け業務改善研修
開催

5

結果の目安
年度末（３月）

課題 これからの取組内容

【大綱】　推進項目④　職員力・組織力を高める人材育成の充実

取組
Ｎｏ アクションプラン名 目指す姿 これまでの取組及び現状等

推進課
（関係課）

【大綱】　改革の方針１　サービスの質を常にカイゼンし生産性を上げます

職員力・組織
力の拡充

「Challenge &
Creation +
Collaboration」
に「能動」
「起動」「連
動」を重ね合
わせ、高い資
質を持った職
員と組織づく
りを行いま
す。

自ら率先して行動し（能動）、新
しい価値を紡ぎ出し（起動）、人
の心と力を結び付ける（連動）職
員及び主体的に学習し（能動）、
新しい変化を起こし（起動）、多
彩な力を結集し発揮する（連動）
組織を目指して、長浜市職員力・
組織力開発基本方針に基づき、職
員力及び組織力の開発を図ってい
ます。

○市独自研修の受講者数：2,169人
（平成28年度）
○専門スキル習得研修の参加職員
数：123人（平成28年度）
○職場研修を月１回以上開催した
職場の割合：95％（平成28年度）

推進課
（関係課）

課題 これからの取組内容 結果の目安

実践的な研修
機会の充実と
研修の動機付
けを行い、研
修効果の向上
を図ります。
さらに職場研
修において研
修成果の
フィードバッ
クを行うこと
で、職員相互
のレベルアッ
プを図るな
ど、職員力・
組織力の向上
につなげま
す。

ワークライフ
バランスの実
現に向けた職
員一人ひとり
の意識改革を
していかなけ
ればなりませ
ん。
常に問題を問
題として取り
上げる姿勢や
職場風土が醸
成されておら
ず、また問題
解決のプロセ
スと管理体制
が十分確立さ
れていませ
ん。

ワークライフバ
ランスの実現を
目指して、各所
属がそれぞれの
職場環境に合わ
せた取組を検
討・実践しま
す。
各所属における
問題解決に向け
たプロセスと管
理体制（ＰＤＣ
Ａ）を確立しま
す。
(1)問題の発見
(2)問題の原因
分析
(3)解決目標の
設定
(4)解決案の策
定
(5)実行と評価

6
働き方改革の
推進

各職場にあっ
たワークライ
フバランス
（仕事と生活
の調和）を実
現します。ま
た、所属長の
リーダーシッ
プが最大限発
揮され、最小
の経費で最大
の効果を生め
る組織経営体
制と職場風土
を醸成しま
す。

職員が健康で生き生きと働き、その能
力を最大限に発揮し、行政サービスを
向上させるため、 ワークライフバン
スの実現に向けた取組を行っていま
す。
○月45時間以上時間外勤務をしてい
る人の率（平成28年度）
・市長部局：14.6％
・教育委員会（幼保除く）：15％
○年次休暇の取得日：8.4日（平成28
年度）
・市長部局：7.8日
・教育委員会（幼保除く）：7.9日
限られた経営資源でサービスの質を落
とさずに業務を遂行していくため、平
成26年度から職場単位による業務改
善として「チームでカイゼン」運動に
取り組みました。
○「チームでカイゼン運動」の実施
（平成28年度）
・取組チーム数：86チーム
・庁内研修（チームリーダー対象）の
実施

人事課
行政経営改
革課
（全部局）

人事課

①市独自研
修の受講者
数

②専門スキ
ル習得研修
の参加職員
数

③職場研修
を月１回以
上開催した
職場の割合

④フィード
バックの機
会

中間（９月）

年度末（３月）

研修の成果が
職員力・組織
力の向上につ
ながっていま
せん。職場に
おける研修成
果のフィード
バックの不足
が課題であ
り、効果的な
取組が求めら
れます。

①月45時間
以上時間外
勤務してい
る人の率

②年次休暇
の取得日数

③問題解決
に向けたプ
ロセスと管
理体制の導
入

中間（９月）

【大綱】　推進項目⑤　職員の能力、意欲、経験等を活かす人事管理制度の整備

取組
Ｎｏ アクションプラン名 目指す姿 これまでの取組及び現状等

5



第３次長浜市行政改革大綱アクションプラン進行管理表 【平成３０年度評価】
様式：年度末評価 区分 Ａ：予定以上に進捗 Ｂ：概ね予定の80～100%の進捗

Ｃ：概ね予定の50～80%の進捗 Ｄ：概ね予定の50%未満の進捗 Ｅ：未着手

中間評価 区分 Ⅰ：完了 Ⅱ：予定どおり Ⅲ：遅延 Ⅳ：未着手

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

長浜市官民パートナーシップ実施
計画の運用、進行管理
　○平成30年度末：６件完了

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

・国の最新動向の把握、先行事例
及び導入手法の共有（地域プラッ
トフォームでの官民対話、「ＰＰ
Ｐ/ＰＦＩ大学校」の受講等）
・新規導入事業の検討

Ⅱ

・淡海公民連携フォーラム、ＰＰ
Ｐ/ＰＦＩ大学校、県研修会への参
加
・新規導入に向け、関係課の相談
対応

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

①長浜市官民パートナーシップ実
施計画の運用、進行管理
　○平成30年度末：６件完了

②111施設（平成31年４月１日）

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

①・国の最新動向の把握、先行事例及
び導入手法の共有（地域プラット
フォームでの官民対話、「ＰＰＰ/Ｐ
ＦＩ大学校」の受講等）
・新規導入事業の検討
②・指定管理者選定委員会の設置（３
委員会）
・更新・新規導入手続の実施

Ⅱ

①・淡海公民連携フォーラム、Ｐ
ＰＰ/ＰＦＩ大学校、県研修会への
参加
・新規導入に向け、関係課の相談
対応
②・指定管理者選定委員会の開催
（３委員会）

年度末（３月）

官民パート
ナーシップ手
法の活用に向
けた職員のス
キルアップを
図るととも
に、全庁的な
推進体制のも
と、民間の資
金・能力を積
極的に活用し
ていく必要が
あります。

長浜市官民
パートナー
シップ推進基
本計画及び長
浜市官民パー
トナーシップ
実施計画を運
用し、民間の
資金・能力を
積極的に活用
します。

課題 これからの取組内容
年度末（３月）

7

ＰＰＰ（官民
パートナー
シップ）の積
極的推進

効果的かつ効
率的な方法で
公共サービス
を提供するこ
とで、持続可
能な地域経営
を実現しま
す。

8

公共施設の整
備・運営への
民間資金・能
力の積極的活
用

公共施設の維
持管理、運営
等に民間の経
営能力や技術
的能力を活用
した効果的・
効率的な施設
サービスを提
供します。

効果的・効率的に施設サービスを
提供するため、指定管理者制度の
導入推進などを通じて、施設の維
持管理、運営等に民間の経営能力
や技術的能力を活用しています。

○指定管理者制度導入施設：計95
施設（平成29年４月１日現在）
　うち、平成28年度新規導入施
設：１施設

行政経営改
革課

①【再掲：
取組Ｎｏ
７】
長浜市官民
パートナー
シップ実施
計画の運用

②指定管理
者制度導入
施設数

中間（９月）

【大綱】　推進項目②　公共施設の整備・運営への民間資金・能力の積極的活用

取組
Ｎｏ アクションプラン名 目指す姿 これまでの取組及び現状等

推進課
（関係課）

結果の目安

多種多様な公
共施設を多く
保有する中、
適切な管理が
求められま
す。

指定管理者制
度をはじめと
した施設ごと
の特性に応じ
た最善の手法
で、民間の経
営能力や技術
的能力を積極
的に活用し、
公共施設の整
備・運営を進
めます。

課題 これからの取組内容

民間と市の適切な役割分担によ
り、効果的かつ効率的な方法で公
共サービスを提供するための手段
として、官民連携の様々な手法の
更なる活用を、総合的かつ計画的
に推進していくため、「長浜市官
民パートナーシップ推進基本計
画」を平成28年３月に策定しまし
た。また、その具体的な取組内容
とスケジュールを示す「長浜市官
民パートナーシップ実施計画」を
平成29年３月に策定しました。

行政経営改
革課

長浜市官民
パートナー
シップ実施
計画の運用

中間（９月）

結果の目安

【大綱】　改革の方針２　市民との協働・連携を推進し地域力を上げます

【大綱】　推進項目①　ＰＰＰ（官民パートナーシップ）の積極的推進

取組
Ｎｏ アクションプラン名 目指す姿 これまでの取組及び現状等

推進課
（関係課）

6



第３次長浜市行政改革大綱アクションプラン進行管理表 【平成３０年度評価】
様式：年度末評価 区分 Ａ：予定以上に進捗 Ｂ：概ね予定の80～100%の進捗

Ｃ：概ね予定の50～80%の進捗 Ｄ：概ね予定の50%未満の進捗 Ｅ：未着手

中間評価 区分 Ⅰ：完了 Ⅱ：予定どおり Ⅲ：遅延 Ⅳ：未着手

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

13まちづくりセンター（平成31年
４月１日）

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

・積極的な指定管理制度の導入
・既存指定管理施設については指
定管理を継続
・まちづくりセンターの新規導入
向けた関係組織への働きかけ
・法人化支援交付金の活用による
法人化への働きかけ

Ⅱ

・平成31年4月より2館新規指定管
理　導入予定により要項等作成
・既存指定管理施設継続
・平成32年度に指定管理導入に向
けた相談あり。
・会議等において情報提供を行っ
た。

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

交付金可能な事業の整理
モデル地域づくり協議会による試
行と検証

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

・補助金・交付金の集約・委託業
務の拡大検討
・手引書等の作成
・一括交付金要綱制定
・制度改善検証
・関係者協議（随時）

Ⅱ

・各課へメニュー化への照会実施
・一括交付金申請の流れ等が解る
資料を作成
・一括交付金要綱制定済み
・基金の創設、一括交付金の柔軟
な活用について
・回答のあった事業について詳細
な事業内容等について個別協議を
行う。

【大綱】　改革の方針２　市民との協働・連携を推進し地域力を上げます

【大綱】　推進項目③　市民協働を推進する拠点と支援体制の整備

取組
Ｎｏ アクションプラン名 目指す姿 これまでの取組及び現状等

推進課
（関係課）

結果の目安
年度末（３月）

課題 これからの取組内容

中間（９月）

【大綱】　推進項目④　地域一括交付金制度等の検討と協働型事業の拡充

取組
Ｎｏ アクションプラン名 目指す姿 これまでの取組及び現状等

推進課
（関係課）

結果の目安

9
地域づくり協
議会の活動拠
点づくり

地域づくり協
議会がまちづ
くりセンター
などの施設を
活動拠点と
し、地域に
合った幅広い
自主的な活動
を展開しま
す。

まちづくりセンター18館について
は、平成29年度に市民活動・地域
づくり活動及び生涯学習活動の拠
点として公民館から移行しまし
た。
地域づくり協議会の活動拠点とし
てまちづくりセンターを活用でき
るよう、指定管理者制度の導入を
推進しています。

○指定管理者制度導入に向けて環
境整備が完了したまちづくりセン
ター数：
11まちづくりセンター（平成29年
４月１日現在）
○地域づくり協議会が指定管理者
制度を受託するまちづくりセン
ター数：
８まちづくりセンター（平成29年
４月１日現在）

市民活躍課

指定管理者
制度導入に
向けて環境
整備が完了
したまちづ
くりセン
ター数

施設の老朽や
施設機能の低
下により、地
域づくり協議
会の拠点とし
て指定管理者
制度を導入で
きない施設が
あり、順次改
修をしていく
必要がありま
す。

地域づくり協
議会によるま
ちづくりセン
ターの指定管
理者制度の導
入を進められ
るよう必要に
応じて施設の
更新や修繕等
の環境整備を
行います。

年度末（３月）
課題 これからの取組内容

10
地域づくり協
議会への一括
交付金の創設

地域づくり協
議会が新たな
公共の担い手
として活動を
行う仕組みを
確立します。

先進的事例の研究や、１地域づく
り協議会にモデル的に交付するな
ど一括交付金化の検討を行ってい
ます。

市民活躍課
一括交付金
制度の創設

中間（９月）

地域によって
実情が違うこ
とや地域づく
り協議会の体
制の均一化が
図れないた
め、行政が委
託できる業務
を一括でまと
め、また均一
に提供するこ
とは難しいこ
とから、地域
づくり協議会
の実情と体制
を考慮し、か
つ一定の裁量
のある制度が
必要です。

行政が地域づ
くり協議会に
委託可能な業
務を複数検討
し、地域づく
り協議会の実
情と体制に
合ったものだ
けを選べる選
択型の一括交
付金を創設し
ます。

7



第３次長浜市行政改革大綱アクションプラン進行管理表 【平成３０年度評価】
様式：年度末評価 区分 Ａ：予定以上に進捗 Ｂ：概ね予定の80～100%の進捗

Ｃ：概ね予定の50～80%の進捗 Ｄ：概ね予定の50%未満の進捗 Ｅ：未着手

中間評価 区分 Ⅰ：完了 Ⅱ：予定どおり Ⅲ：遅延 Ⅳ：未着手

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

60事業

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

・協働で取組が可能な事業の各課
照会
・市民団体等との連携の推進及び
強化
・市民活動センターでの市民活動
団体のコーディネートの実施

Ⅱ
協働で取組が可能な事業の各課照
会を行ったところ、協働事業とし
て141事業の報告があった。

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

①部局報道官の設置、広報広聴戦略の策定
①部局報道官会議の設置、政策的広報への転換に向け
た協議検討
②広報紙での市政課題発信数：年12回
③ホームページアンケート数：年400件
③「市民からのメッセージ」およびホームページ経由
で市民広報課へ寄せられるご意見数：年200件
④市公式Facebook いいね数：年3,600人
⑤年15回
⑥40％

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

①広報広聴戦略策定について部局報道官で協議する。
①部局報道官会議で広報紙特集や市長定例記者会見等
の内容を協議・決定するなど、全庁的広報・広聴を行
う仕組を構築する。
②1日号の特集記事を行政情報の発信だけでなく、市
民への問いかけなど広聴の仕組みとして活用する。
③市政情報をリアルタイムに発信できるツールとして
ＨＰを積極的に活用するよう全庁的に呼びかけ、利便
性の高いＨＰを構築する。
④チラシや広報紙を活用して市公式ＳＮＳのＰＲをす
るとともに、内容の充実を図る。
⑤自治会や市民団体への告知のほか、広報紙やＨＰな
どで広く周知する。
⑥市民の関心が高い項目の設定や回答しやすい設問、
分かりやすい表現を用いるなど、内容を工夫する。

Ⅱ

①部局報道官会議を年度当初より実施しており、戦略
的な広報・広聴のあり方についても、職員への意識付
け等を報道官を通じて定着するようにしている。
②特集記事について意見を聴取する様式を広報紙に取
り入れ、広聴を行っている。市政課題発信数6回
③HPの掲載情報の充実およびページ構成等を随時更
新。広報８月１日号より「市民からのメッセージ」を
導入。ご意見数81件（HP50件・市民からのメッセー
ジ31件）
④チラシおよび広報紙で各種SNSのPRを行っている。
市公式Facebook いいね数3,672件
⑤広報紙およびHPで座ぶとん会議の開催を呼びかけ
ている。実施回数3回
⑥関心度が高い項目の設定、回答しやすい設問、分か
りやすい表現に努めた。回収率34％

結果の目安
年度末（３月）

【大綱】　改革の方針２　市民との協働・連携を推進し地域力を上げます

課題 これからの取組内容

【大綱】　推進項目④　地域一括交付金制度等の検討と協働型事業の拡充

取組
Ｎｏ アクションプラン名 目指す姿 これまでの取組及び現状等

推進課
（関係課）

11
協働型事業の
拡充

市と市民活動
団体等との協
働推進のため
の環境を整備
し、協働によ
る事業を推進
します。

地域づくり協議会やNPO等に対し
て、市が協働で実施したいと考え
ている事業を整理し、情報提供し
ています。

○協働型事業の数：
　27事業（平成26年度）→ 49事業
（平成28年度）

市民活躍課
中間（９月）

年度末（３月）

協働の必要性
についての認
識不足や各種
団体の担い手
不足、人材不
足、そして、
市と市民活動
団体等とのコ
ミュニケー
ション不足が
あります。

費用対効果、
地域経済の活
性化、地域雇
用創出の観点
から、市が直
接行っている
事業を市民と
の協働型事業
へと転換し、
拡充します。

すべての市民
に発信できて
いるかどうか
確かめる明確
な手段があり
ません。
日常の窓口業
務の中から市
民の声を吸い
取る仕組みを
確立し、市民
の声を行政内
で十分に共有
する必要があ
ります。

多様な媒体を
活用して、市
政情報を効果
的に広報しま
す。
市政課題を広
報紙やホーム
ページで紹介
し、市民意見
を求めます。

課題 これからの取組内容
推進課

（関係課）
結果の目安

協働型事業
の数

12
市民との情報
共有の推進

本市の課題を
市民と共有
し、課題解決
に向けてとも
に考え、取り
組むことがで
きるよう、十
分な意見交換
ができる広報
広聴を進めま
す。

市民が必要な市政情報をいつでも入手できるようにす
るため、広報ながはまの発行、市ホームページへの情
報掲載、報道機関への情報提供をはじめ、市民活動団
体との協働によるインターネット動画サイトを活用し
た市政情報等の発信など、各種媒体を活用して市政情
報の広報を実施しています。
○広報ながはまの発行：月2回、全戸配布（42,300部
発行）
○スマートフォン版広報紙「マチイロ」登録者数：
674人（平成29年3月末）
○市ホームページの閲覧数：310,489回（平成28年度
月間平均）
○市ホームページのFacebook登録者数：3,211人（平
成29年3月末）
○市政情報LINE登録者数：1,200人（平成29年3月末）
○ながはまTVインターネット視聴回数（月平均）：
744回/月（平成28年度）
○市インスタグラム登録者数：400人（平成29年3月
末）

また、市民の声を聞き取る仕組みとして、市民満足度
調査や座ぶとん会議、行政出前講座などを実施してい
ます。
○市民満足度調査の実施数：１回（平成28年度）
○座ぶとん会議の開催数：16回（平成28年度）
○行政出前講座の開催数：730回（平成28年度）
○市政ご意見箱（庁舎内の意見箱、ホームページ）で
の意見聴取：62回（平成28年度）

市民広報
課、総合政
策課

①広報広聴
戦略の策
定・進行管
理
①部局報道
官の設置・
会議の開催
②広報紙面
の見直し
③ホーム
ページでの
情報発信の
充実
④ＳＮＳで
の情報発信
の充実
⑤座ぶとん
会議の開催
数
⑥市民満足
度調査の回
収率

中間（９月）

【大綱】　推進項目⑤　積極的な情報公開の推進と効果的な市政情報の広報

取組
Ｎｏ アクションプラン名 目指す姿 これまでの取組及び現状等

8



第３次長浜市行政改革大綱アクションプラン進行管理表 【平成３０年度評価】
様式：年度末評価 区分 Ａ：予定以上に進捗 Ｂ：概ね予定の80～100%の進捗

Ｃ：概ね予定の50～80%の進捗 Ｄ：概ね予定の50%未満の進捗 Ｅ：未着手

中間評価 区分 Ⅰ：完了 Ⅱ：予定どおり Ⅲ：遅延 Ⅳ：未着手

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

①統一的な基準による財務書類の
作成、公表
施設別評価シート指標の確立

②人材育成研修の実施

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

①統一的な基準による財務書類の
作成及び公表
　施設別行政評価シート指標の構
築

②地方公会計研修の実施

Ⅱ

①統一的な基準による財務書類作成及び公表
財務書類作成に向けた取組の実施
・固定資産台帳の更新作業の実施
・資金データの仕訳の実施
財務書類作成業務の標準化及び地方公会計制度
の活用に向けた先進地視察の実施
〇施設別行政評価シート指標の構築
総務省「地方公会計推進に関する研究会」ＷＧ
に参加し、セグメント分析のモデル手法の検討
②地方公会計研修の実施
研修実施(11月予定)に向けた準備

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

平成36年度目標（６％削減）の達
成に向けた延床面積の削減
　○平成30年度末：65％

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

・個別施設計画の進行管理を行
う。
・公共施設等総合管理計画の見直
しに向けて、地方公会計を用いた
公共施設等のフルコストや資産額
の把握、経費への地方債等の財政
措置について理解を深める。

Ⅱ

地方公会計に関する視察の実施
公共施設マネジメント研修受講
公共施設等のコスト情報整理のた
めの基準検討

年度末（３月）

13
地方公会計制
度の活用

統一的な基準
による地方公
会計制度を活
用し、市財政
運営の透明化
を図るととも
に、多角面的
な分析を行
い、経営力を
上げます。

財務会計システムの改修や地方公
会計標準ソフトウエアの導入など
を進め、平成28年度決算の財務書
類の作成・公表を行いました。

財政課、公
共施設マネ
ジメント
課、行政経
営改革課、
会計課
（全部局）

①統一的な
基準による
財務書類の
作成・公
表・利活用

②人材育成
研修の実施

中間（９月）

【大綱】　改革の方針３　比較可能な公会計を整備し経営力を上げます

【大綱】　推進項目①　財政の透明性・予見可能性の向上と検証性の確保

取組
Ｎｏ アクションプラン名 目指す姿 これまでの取組及び現状等

推進課
（関係課）

結果の目安

健全な市財政を
運営していくた
め、財務書類の
活用分析手法を
確立する必要が
あります。
財務書類の作
成・活用にあ
たっては、一定
以上の簿記や地
方公会計の知識
が求められるこ
とから、財務書
類の作成・活用
能力の向上と精
度の維持向上を
図るための取組
が必要です。

統一的な基準に
よる公会計を活
用し、事業や公
共施設等のマネ
ジメントに取り
組むとともに、
他の地方公共団
体や時系列での
経営状況の比較
を行います。
財務書類の作
成・活用能力の
向上と精度の維
持向上を図るた
め、内部研修等
により人材育成
を行います。

課題 これからの取組内容

【大綱】　推進項目②　公共施設の再生と施設サービスのソフト化

取組
Ｎｏ アクションプラン名 目指す姿 これまでの取組及び現状等

推進課
（関係課）

結果の目安
年度末（３月）

中間（９月）
14

公共施設マネ
ジメントの積
極的推進

人口規模・財
政規模に見
合った公共施
設の適正配置
を進めます。

公共施設等を総合的かつ計画的に管理
し、施設機能の確保と効果的な運営を
行うため、公共建築物の基本方針（適
正配置、質の向上、更新費用・管理運
営費の財源確保）とインフラ資産の基
本方針（更新費用の縮減と平準化、長
寿命化、投資額の確保）を定めた「長
浜市公共施設等総合管理計画」を平成
27年３月に策定しました。また、そ
の目標や方針を実現するため、施設類
型ごとに具体の対応方針を定めた「長
浜市公共施設等総合管理計画に基づく
個別施設計画」を平成29年３月に策
定しました。

○公共建築物の延床面積：
　68.4万㎡（平成25年度末）→ 66.7
万㎡（平成28年度末）

公共施設マ
ネジメント
課
（施設所管
部署）

公共建築物
の延床面積
削減の進捗
率

課題 これからの取組内容

合併に伴い、保
有する施設（特
に類似の施設）
の量が他の自治
体よりも多く、
維持管理費や更
新費用が多額と
なっています。
○住民一人当た
りの延床面積
　長浜市：5.09
㎡/人
　全国平均：
3.42㎡/人
（出典：平成24
年１月東洋大学
ＰＰＰ研究セン
ター）

公共建築物の
延床面積を平
成36年度末ま
でに平成25年
度末と比較し
て６％削減し
ます。

○平成36年度
末　64.4万㎡

9



第３次長浜市行政改革大綱アクションプラン進行管理表 【平成３０年度評価】
様式：年度末評価 区分 Ａ：予定以上に進捗 Ｂ：概ね予定の80～100%の進捗

Ｃ：概ね予定の50～80%の進捗 Ｄ：概ね予定の50%未満の進捗 Ｅ：未着手

中間評価 区分 Ⅰ：完了 Ⅱ：予定どおり Ⅲ：遅延 Ⅳ：未着手

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

工事完了：３処理区
対象地区：木尾地区、益田地区、
海老江地区
（年間経費削減額（見込み）：
1,300万円）
接続予定地区調査設計：下八木地
区、稲葉地区

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

・海老江・益田地区公共下水道接続工
事
　※工事完了予定：Ｈ30.5末
・木尾第１､第２地区公共下水道接続
工事
　※工事完了予定：Ｈ31.3末
・下八木、稲葉地区公共下水道接続実
施設計業務
　※土質調査、実施設計業務
　※業務完了予定：Ｈ31.3末

Ⅱ

・海老江・益田地区接続工事
　H30.5接続完了、北富田H31.1接続完
了予定
・木尾第１・第２地区接続工事
　H30.10管路工事完了予定、H30.10
ＭＰ発注、H31.3完了予定。
・下八木・稲葉地区接続実施設計業務
　土質調査H30.12完了予定、実施設計
業務H31.1完了予定

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

①長浜市債権管理計画における各
債権の目標収納率

②長浜市債権管理計画における各
債権の未収金額

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

・新たな未収債権の発生抑止
　適期の督促・催告・納付相談等の実施
・既存未収債権の縮減
　分納履行管理・滞納処分・法的措置・執行停
止・債権放棄の実施
・債権担当課との連携
　債権管理委員会・債権管理委員会検討部会、
未収債権担当者会議（研修会）ほか各種研修会
の実施、４半期ごとの債権管理進捗状況ヒアリ
ングの実施、日常の技術的アドバイス及び情報
連携の実施等

Ⅱ

・新たな未収債権の発生抑止
　各債権担当課において、督促・催告・納付相談等を
適宜行った。

・既存未収債権の縮減
　各債権担当課において、滞納整理（滞納処分・法的
措置・執行停止）を進め未収債権の縮減を図った。

・債権担当課との連携
　債権管理委員会、債権管理委員会検討部会、債権管
理委員会作業部会、未収債権担当者会議（研修会）等
を開催。また、四半期ごとに債権管理進捗状況ヒアリ
ング、定期情報交換会を実施。

中間（９月）
15

農業集落排水
処理施設の公
共下水道への
統合

快適で安全・
安心、持続可
能な下水道を
構築するとと
もに更新費用
の縮減と平準
化、長寿命化
を図ります。

快適で安全・安心、持続可能な下
水道を構築するため、平成40年度
を目標とした「長浜市下水道ビ
ジョン」を平成27年３月に策定し
ました。

○農業集落排水処理施設数：
　57施設（平成26年度末）→ 56施
設（平成28年度末）

下水道施設
課

農業集落排
水処理施設
の公共下水
道への統合

下水道ビジョ
ンに基づき、
施設の統合整
備を進める
中、財源確保
と事業量の平
準化が最も重
要な課題で
す。
また、用途廃
止となる施設
については、
跡地の利活用
策が検討課題
です。

下水道ビジョ
ンに基づき、
農業集落排水
処理施設を公
共下水道に統
合します。

【大綱】　改革の方針３　比較可能な公会計を整備し経営力を上げます

【大綱】　推進項目②　公共施設の再生と施設サービスのソフト化

取組
Ｎｏ アクションプラン名 目指す姿 これまでの取組及び現状等

推進課
（関係課）

結果の目安
年度末（３月）

課題 これからの取組内容

【大綱】　推進項目③　税源かん養と歳入確保の推進

取組
Ｎｏ アクションプラン名 目指す姿 これまでの取組及び現状等

推進課
（関係課）

結果の目安課題 これからの取組内容
年度末（３月）

16
債権回収対策
の強化

財源確保によ
る安定した市
の財政運営と
市民負担の公
平性の確保を
目指します。

財源確保による安定した市の財政
運営と市民負担の公平性を確保す
るため、市の債権については、平
成25年10月に策定しました長浜市
債権管理計画に基づき、適正な債
権管理を進めています。

保険医療
課、税務
課、滞納整
理課、子育
て支援課、
高齢福祉介
護課、建築
住宅課、下
水道総務
課、幼児
課、長浜病
院医事課、
湖北病院医
事課

①各債権の
収納率

②各未収金
額の縮減

中間（９月）

全推進課が危
機感を持っ
て、債権回収
業務を推進し
ていくととも
に、いかに未
収金額を縮減
していくかが
課題です。

各推進課にお
いて、長浜市
債権管理計画
に基づき、法
的措置を執る
べきものは執
り、不良債権
化したもの
は、執行停
止、債権放棄
を経て不納欠
損を行うこと
で適正な債権
管理を行い、
各債権の目標
収納率の達成
と未収金額の
縮減を図りま
す。

10



第３次長浜市行政改革大綱アクションプラン進行管理表 【平成３０年度評価】
様式：年度末評価 区分 Ａ：予定以上に進捗 Ｂ：概ね予定の80～100%の進捗

Ｃ：概ね予定の50～80%の進捗 Ｄ：概ね予定の50%未満の進捗 Ｅ：未着手

中間評価 区分 Ⅰ：完了 Ⅱ：予定どおり Ⅲ：遅延 Ⅳ：未着手

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

①４件

②１件

③７件

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

・未利用地等の物件情報を市ホーム
ページで情報提供
・売却支援業務を不動産取引業者へ委
託
・活用可能財産の利活用方針決定
・境界確定や鑑定評価等の実施
・売却・貸付手法の決定
・売却・貸付先の選定

Ⅱ

・未利用地等の情報（26件うち新規情報１件）を市ホームページ
で公表
・民間業者と公有財産売却支援業務委託契約を締結
・利活用方針決定（４件）
・分筆作業（１件）
・鑑定評価（４件）
・入札募集（３件）
・随時募集（１件）
・プロポーザル募集（２件）
　　10月下旬審査予定

未利用財産の新規活用件数
　①売却件数　１件
　②新規貸付件数　１件
　③新規情報提供件数　１件

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

469億円

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

・繰上償還（11.6億円）の実施。
　財政計画及び地方債残高削減計
画に基づき、平成24年度～平成30
年度で126.3億円の繰上償還を実
施。

Ⅱ 予定通りＨ31年3月に繰上償還の予
定

【大綱】　改革の方針３　比較可能な公会計を整備し経営力を上げます

【大綱】　推進項目③　税源かん養と歳入確保の推進

取組
Ｎｏ アクションプラン名 目指す姿 これまでの取組及び現状等

推進課
（関係課）

【大綱】　推進項目④　地方債残高の削減と負担金・補助金の見直し

取組
Ｎｏ アクションプラン名 目指す姿 これまでの取組及び現状等

推進課
（関係課）

結果の目安
年度末（３月）

17
未利用財産の
活用

未利用財産を
有効に利活用
し、歳入の増
加や維持管理
コストの縮減
を図ります。

未利用となっている公有財産につ
いては、地域団体や民間への貸付
や売却を積極的に行うなど、有効
な利活用を進め、歳入の増加や維
持管理コストの縮減を進めていま
す。

○未利用財産の新規活用件数（平
成22年度以降）
①売却等件数：42件
（売却26件、譲与16件）
②新規貸付件数：11件

公共施設マ
ネジメント
課

未利用財産
の新規活用
件数

①売却等件
数

②新規貸付
件数

③新規情報
提供件数

中間（９月）

結果の目安
年度末（３月）

利活用にあ
たって地域住
民の意向との
調整及び市場
とのマッチン
グが困難な物
件が増えてい
ます。

利活用可能な
物件の掘り起
こしを進め、
民間不動産事
業者と連携し
て効果的に未
利用財産の利
活用を図りま
す。

課題 これからの取組内容

18
地方債残高の
削減

将来世代の財
政負担を軽減
し、市財政運
営の健全化を
図ります。

将来世代の負担を軽減するため、
計画的な繰上償還の実施により、
公債費負担の軽減と地方債残高の
縮小を図っています。

○地方債残高（普通会計）：
516億円（平成25年度末）→ 468
億円（平成28年度末）
○市民一人当たり地方債残高：
422千円（平成25年度末）→ 391
千円（平成28年度末）
○実質公債費比率：
11.1％（平成25年度末）→ 6.1％
（平成28年度末）

財政課
地方債残高
（普通会
計）

中間（９月）

今後歳入が減
少する中で、
普通建設事業
の計画的な実
施や施設の再
編等が控えて
おり、将来的
な公債費の増
大が課題で
す。

財政計画を着
実に運用し、
繰上償還の実
施等により、
地方債残高の
縮小を図りま
す。

課題 これからの取組内容
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第３次長浜市行政改革大綱アクションプラン進行管理表 【平成３０年度評価】
様式：年度末評価 区分 Ａ：予定以上に進捗 Ｂ：概ね予定の80～100%の進捗

Ｃ：概ね予定の50～80%の進捗 Ｄ：概ね予定の50%未満の進捗 Ｅ：未着手

中間評価 区分 Ⅰ：完了 Ⅱ：予定どおり Ⅲ：遅延 Ⅳ：未着手

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

目標に対する達成度の検証、評価
補助金等事務評価シートの公表

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

・平成29年度補助金等事務評価
シートの検証、公表及び平成31年
度に向けての評価

Ⅱ 検証、評価、公表に必要な準備作
業を実施

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

経営健全化指標に基づく評価の実
施

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

・総務省通知に基づく経営健全化
方針の策定
・各出資法人の年度評価の実施

Ⅱ

・経営健全化方針の策定に向け、
関係課協議の実施（策定後、１２
月議会報告を想定）
・各所管課の年度評価実施及び市
ホームページでの公表

年度末（３月）

19
補助金の適正
な運用

補助金の必要
性や費用対効
果等を検証
し、適正に運
用します。

補助金については、長浜市補助金
制度ガイドラインに基づき、支出
の根拠、必要性、公平性、費用対
効果等を検証し、支出していま
す。

○補助金の決算額：2,109百万円
（平成28年度）

財政課
補助金の費
用対効果

中間（９月）

【大綱】　改革の方針３　比較可能な公会計を整備し経営力を上げます

【大綱】　推進項目④　地方債残高の削減と負担金・補助金の見直し

取組
Ｎｏ アクションプラン名 目指す姿 これまでの取組及び現状等

推進課
（関係課）

結果の目安

【大綱】　推進項目⑤　出資法人と広域行政の役割の見直し

取組
Ｎｏ アクションプラン名 目指す姿 これまでの取組及び現状等

推進課
（関係課）

結果の目安
年度末（３月）

中間（９月）
20

出資法人等の
経営健全化

出資法人等の
徹底した効率
化と経営健全
化を図りま
す。

主として民間企業が参入しにくい地域づ
くりの分野において、行政の事務の外部
化による経費の軽減と民間活力の導入を
図るため、市又は市と民間が出資して設
立した法人が11法人あります（平成29年
４月１日時点）。出資法人の経営健全化
を促進するため、出資法人の経営状況を
毎年市ホームページで公表しています。

○出資法人：市が資本金、基本金その他
これらに準ずるものの４分の１以上を出
資している一般社団法人及び一般財団法
人並びに株式会社
　長浜市土地開発公社、公益財団法人長
浜文化スポーツ振興事業団、公益財団法
人曳山文化協会、長浜地方卸売市場株式
会社、株式会社黒壁、長浜まちづくり株
式会社、株式会社まちづくり虎姫、湖北
水鳥ステーション株式会社、有限会社西
浅井総合サービス、株式会社ふるさと夢
公社きのもと、えきまち長浜株式会社

行政経営改
革課（公共
施設マネジ
メント課、
スポーツ振
興課、歴史
遺産課、商
工振興課、
農政課、長
浜駅周辺ま
ちなか活性
化室、北部
振興局地域
振興課）

経営健全化
指標の見直
し・公表

課題 これからの取組内容

補助金の目的
や効果を改め
て検証し、費
用対効果等を
高めるととも
に、市民にわ
かりやすい指
標を用いてそ
の結果を公表
していく必要
があります。

長浜市補助金
制度ガイドラ
インに基づく
補助金の評
価・公表を進
めるととも
に、制度見直
しを行いま
す。

単年度経常利
益が良好でな
い出資法人等
があることが
課題です。

出資法人等が市
の行政機能の補
完、代替等を目
的に設立された
経緯を踏まえた
うえで、役職員
の派遣、財政支
援、出資比率な
どの見直しを行
うとともに、出
資法人等の経営
の健全化を図り
ます。
また、継続的に
自立した経営を
行う見込みのあ
る出資法人等に
ついては、完全
民営化を視野に
入れた経営のあ
り方について検
討します。

課題 これからの取組内容
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第３次長浜市行政改革大綱アクションプラン進行管理表 【平成３０年度評価】
様式：年度末評価 区分 Ａ：予定以上に進捗 Ｂ：概ね予定の80～100%の進捗

Ｃ：概ね予定の50～80%の進捗 Ｄ：概ね予定の50%未満の進捗 Ｅ：未着手

中間評価 区分 Ⅰ：完了 Ⅱ：予定どおり Ⅲ：遅延 Ⅳ：未着手

年度目標

平成３０年度 評価 結果等

米原市との協議の実施（重複する
コストの精査）

年次計画

目標達成のための取組 評価 取組実績等

・現状の課題把握
　米原市との共同事務に伴って重
複する事務内容の洗い出しと、そ
の課題を整理する

・米原市との協議を実施

Ⅱ

庁内の関係課（環境保全課、下水道総務
課、防災危機管理局、総合政策課）で課
題共有のための協議を実施
たちまちは、各課で重複する事務内容の
洗い出しを行い、担当課レベルで、米原
市の担当課と意見交換を行うこととし
た。
それをふまえて、今後の方向性を協議検
討予定。

【大綱】　改革の方針３　比較可能な公会計を整備し経営力を上げます

中間（９月）
21

米原市との共
同事務の合理
化

より効率的な
広域行政を推
進します。

これまで湖北地域においては、共
通する事務を複数の自治体が一部
事務組合方式、共同設置方式及び
事務受託方式により、共同で事務
を処理し、効率的で質の高いサー
ビスの提供を図ってきました。

○一部事務組合方式
長浜水道企業団、湖北地域消防組
合、湖北広域行政事務センター
○共同設置方式
湖北地域介護認定審査会
○事務受託方式
湖北地域しょうがい者自立支援審
査会、長浜米原休日急患診療所

総合政策課
（環境保全
課、下水道
総務課、防
災危機管理
局、財政
課、行政経
営改革課）

米原市との
協議の実施

【大綱】　推進項目⑤　出資法人と広域行政の役割の見直し

取組
Ｎｏ アクションプラン名 目指す姿 これまでの取組及び現状等

推進課
（関係課）

結果の目安
年度末（３月）

課題 これからの取組内容

構成市が同一
（本市と米原
市）の３つの
一部事務組合
が並存してい
ることによ
る、重複する
コストの圧縮
が課題です。

市町合併が進
んだことによ
り、湖北地域
は本市と米原
市の２市のみ
となったこと
から、一部事
務組合のあり
方について、
長期的な視点
に立って合理
化を図りま
す。

13



別紙：取組Ｎｏ16　各債権の収納率・未収金額　現状と年次目標

長浜市債権管理計画（計画期間：平成28年度～平成30年度）

年度 現状 年次目標

区分 平成29年度実績 平成30年度

現年度分(%) 99.2 98.9

滞納繰越分(%) 27.3 20.7

未収金額(千円） 495,225 637,216

現年度分(%) 94.9 94.0

滞納繰越分(%) 24.6 18.6

未収金額(千円） 315,819 396,862

現年度分(%) 99.8 99.8

滞納繰越分(%) 46.6 73.0

未収金額(千円） 3,894 2,630

現年度分(%) 99.6 99.5

滞納繰越分(%) 25.5 22.0

未収金額(千円） 24,652 21,533

現年度分(%) 99.7 99.5

滞納繰越分(%) 31.9 25.0

未収金額(千円） 929 1,188

現年度分(%) 98.7 99.0

滞納繰越分(%) 10.0 9.2

未収金額(千円） 19,884 18,684

現年度分(%) 94.2 94.0

滞納繰越分(%) 5.9 4.0

未収金額(千円） 180,932 208,389

現年度分(%) 99.0 98.7

滞納繰越分(%) 25.4 22.4

未収金額(千円） 68,329 89,309

現年度分(%) 98.5 100.0

滞納繰越分(%) 52.6 5.1

未収金額(千円） 868 5,814

現年度分(%) 99.2 98.8

滞納繰越分(%) 31.5 23.4

未収金額(千円） 9,272 14,878

現年度分(%) 99.4 99.0

滞納繰越分(%) 23.7 22.0

未収金額(千円） 12,969 23,929

現年度分(%) 99.8 99.7

滞納繰越分(%) 49.2 32.1

未収金額(千円） 558 490

現年度分(%) 96.4 95.0

滞納繰越分(%) 36.8 37.3

未収金額(千円） 117,845 179,260

現年度分(%) 97.5 98.0

滞納繰越分(%) 54.0 48.2

未収金額(千円） 9,957 7,407

担当課 債権名

税務課
滞納整理課

市税

税務課
滞納整理課

国民健康保険料(税）

保険医療課 後期高齢者医療保険料

高齢福祉介護課 介護保険料

子育て支援課
放課後児童クラブ保護者負担
金

建築住宅課 市営住宅使用料

建築住宅課 住宅改修資金等貸付金等

下水道総務課 公共下水道使用料

下水道総務課 公共下水道受益者負担金

下水道総務課 農業集落排水処理施設使用料

幼児課
滞納整理課

保育所保育料

幼児課 幼稚園保育料

市立長浜病院
医事課

病院診療費等（長浜病院）

市立湖北病院
医事課

病院診療費等（湖北病院）
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出資法人の経営健全化方針の策定について 

 

１．背景 

第三セクター等（以下、「出資法人」という。）については、地域住民の暮らしを支える事

業を行う重要な役割を担う一方、経営が著しく悪化し相当程度の財政的なリスクを有する

出資法人が全国的に多く存在することから、平成 30 年 2 月 20 日付け総財公第 26 号総務

省自治財政局公営企業課長通知（以下、「総務省通知」という。）に基づき、相当程度の財政

的なリスクを有する出資法人と関係のある地方公共団体においては、今年度内に抜本的改

革を含む経営健全化方針の策定及び公表が求められています。 

 

２．策定対象となる出資法人及びその理由 

総務省通知において策定する必要がある出資法人（債務超過法人、実質的に債務超過であ

る法人、地方公共団体が多大な財政的リスクを有する法人）には該当しないものの、本市で

は、経常収支など法人の経営状況等を勘案し、以下 3 法人（市からの出資率 25％以上）に

ついては経営健全化の取組が必要であると判断し、策定の対象とします。 

出資法人名 法人所管課 選定理由 

株式会社黒壁 商工振興課 経常収支が直近 3 年連続で黒字であるもの

の、利益剰余金がマイナスであるため

（H29：▲355,087 千円）。 

長浜まちづくり株式会

社 

長浜駅周辺ま

ちなか活性化

室 

経常収支が直近 3 期連続で赤字となったた

め（H27：▲849 千円、H28：▲347 千円、

H29：▲1,012 千円）。 

えきまち長浜株式会社 長浜駅周辺ま

ちなか活性化

室 

経常収支が直近 4 期連続で赤字となったた

め（H26：▲8,432 千円、H27：▲41,182 千

円、H28：▲29,294 千円、H29：▲89,685 千

円）。 

 

３．策定する内容 

対象となる出資法人について、以下の内容を盛り込んだ経営健全化方針を策定します。 

（１）法人の概要 

（２）経営状況、財政的なリスクの現状及びこれまでの地方公共団体の関与 

（３）抜本的改革を含む経営健全化の取組に係る検討 

（４）抜本的改革を含む経営健全化のための具体的な対応 

（５）その他必要な事項 

 

４．今後のスケジュール 

 ・H30.12 市議会にて報告 

ホームページ等で公表 

・H32～ 長浜市地域経営改革会議にて進捗管理 

 【資料３】 
長浜市地域経営改革会議② 
平成 30年 11月 1日(木) 
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総 財 公 第 ２ ６ 号 

平成３０年２月２０日 

各都道府県担当部長 

（都道府県第三セクター等担当課扱い） 

（市区町村第三セクター等担当課扱い） 

各指定都市担当局長 

（第三セクター等担当課扱い） 

 

              総務省自治財政局公営企業課長 

 

 

第三セクター等の経営健全化方針の策定について 

 

公共性と企業性を併せ持つ第三セクター等（第三セクター及び地方公社（注））

は、地域住民の暮らしを支える事業を行う重要な役割を担う一方で、経営が著し

く悪化した場合には、地方公共団体の財政に深刻な影響を及ぼすことが懸念され

ます。このため、総務省では、「第三セクター等の経営健全化の推進等について」

（平成 26年８月５日付け総財公第 101号総務大臣通知）及び「第三セクター等の

経営健全化等に関する指針の策定について」（平成 26年８月５日付け総財公第 102

号自治財政局長通知）（以下「大臣通知等」という。）により、各地方公共団体に

おいて、関係を有する第三セクター等について自らの判断と責任による効率化・

経営健全化に取り組むこと、特に、地方公共団体に相当程度の財政的なリスクが

存在する第三セクター等において、経営が著しく悪化している場合には、抜本的

改革を含む経営健全化に速やかに取り組むことを要請しているところです。 

これを受け、総務省では、第三セクター等について地方公共団体が有する財政

的なリスクの状況に係る調査を実施してきたところであり、地方公共団体に相当

程度の財政的なリスクが存在する第三セクター等が相当数見受けられます。 

こうした状況を踏まえ、これらの第三セクター等と関係を有する地方公共団体

にあっては、引き続き、大臣通知等に基づき、財政的なリスクの計画的な解消に

向けて、一層の経営健全化に取り組むことが必要です。 

さらに、「経済・財政再生計画改革工程表 2017改定版」（平成 29 年 12月 21日

経済財政諮問会議決定）においても、第三セクター等については、財政的リスク

状況を踏まえ、各地方公共団体における経営健全化のための方針の策定・公表を

推進することとされているところです。 

殿 
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つきましては、相当程度の財政的なリスクが存在する第三セクター等と関係を

有する地方公共団体におかれては、下記に御留意の上、抜本的改革を含む経営健

全化のための具体的な対応等を内容とする経営健全化のための方針（以下「経営

健全化方針」という。）を速やかに策定し、公表していただきますようお願いしま

す。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の指定都市を除く市区町村に対しても、

この旨を周知していただくとともに、適切な御助言をお願いします。 

本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67 号）第 245条の４第１項（技術的

な助言）に基づくものです。 

 

（注）本通知において、「第三セクター」とは地方公共団体が出資又は出えん（以

下単に「出資」という。）を行っている一般社団法人及び一般財団法人（公益

社団法人及び公益財団法人を含む。）並びに会社法法人をいい、「地方公社」

とは地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいうものとします。 

 

記 

 

１．策定する経営健全化方針の内容 

 各地方公共団体は、「第三セクター等の経営健全化等に関する指針の策定につい

て」（平成 26 年８月５日付け総財公第 102 号総務省自治財政局長通知）における

「第三セクター等の経営健全化等に関する指針」（以下「指針」という。）に留意

しながら、法人ごとに以下の事項を盛り込んだ経営健全化方針を策定することが

求められる。 

 また、経営健全化方針の様式例を別添のとおり作成しているので、方針の策定

に当たって参考とされたい。 

（１）法人の概要 

（２）経営状況、財政的なリスクの現状及びこれまでの地方公共団体の関与 

   法人の経営状況、財政的なリスク（下記２の（１）から（４）までのいず

れかのことをいう。以下同じ。）の現状、財政的なリスクが高くなった要因な

どを分析すること。 

   また、これまでの地方公共団体としての財政支援、監査、評価の実施状況

などの関与についても盛り込むこと。 

（３）抜本的改革を含む経営健全化の取組に係る検討 

   指針の別紙２に定める「抜本的改革を含む経営健全化の取組に係る検討の
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フローチャート」の手順により検討を行うこと。 

（４）抜本的改革を含む経営健全化のための具体的な対応 

   法人自らによる経営健全化のための具体的な対応や地方公共団体による財

政的なリスクへの対処のための具体的な対応を記載すること。 

   対応の記載に当たっては、財政的なリスクを解消させるまでの具体的なス

ケジュールを立てること。ただし、今後５年間で財政的なリスクを解消でき

ない場合には、その理由と今後５年間で財政的なリスクをどのように改善し

ていくか明記すること。 

（５）その他必要な事項 

 

２．策定する必要がある地方公共団体 

 指針の第３において、特に、地方公共団体に相当程度の財政的なリスクが存在

する第三セクター等において、経営が著しく悪化している場合には、速やかに抜

本的改革を含む経営健全化を検討することが強く求められている。 

第三セクター等の中で、地方公共団体が出資（原則として 25％以上）を行って

いる法人、損失補償等の財政援助を行っている法人その他経営に実質的に主導的

な立場を確保していると認められる法人のうち、次の（１）から（４）までのい

ずれかに該当する法人と関係を有する地方公共団体は、経営健全化方針を策定す

るものとする。なお、平成 31 年３月 31 日までに当該法人の整理（売却・清算）

を予定している場合は対象外とする。 

（１）債務超過法人 

（２）実質的に債務超過である法人 

   事業の内容に応じて時価で評価した場合に債務超過になる法人。 

    なお、土地開発公社においては、債務保証等の対象となっている保有期間

が５年以上の土地の簿価総額が、当該地方公共団体の標準財政規模の 10%以

上である場合も含めて取り扱うことを基本とする。 

（３）地方公共団体が多大な財政的リスクを有する法人 

一つの目安として、地方公共団体が第三セクター等に対して行う損失補償、

債務保証及び短期貸付けの標準財政規模に対する比率が、当該地方公共団体

の実質赤字の早期健全化基準の水準（標準財政規模と比較して都道府県は

3.75％、市町村は 11.25％～15％）に達している場合には、多大な財政的リス

クを有するものとして取り扱うことが適当である。 

（４）その他、各地方公共団体において、経常収支など当該法人の経営状況等を 

勘案し、経営健全化の取組が必要である法人 
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３．経営健全化方針の策定に当たっての留意事項 

 経営健全化方針の策定に当たっては、以下の点に留意されたい。 

（１）経営健全化方針の策定主体は地方公共団体であるが、当該法人、当該法人 

の他の出資者及び利害関係者と調整を行った上で策定すること。 

（２）地方公共団体は、当該法人の経営・資産債務の状況を把握した上で、当該 

法人が行う事業の公共性、公益性、採算性及び将来見通し等についての評価

を行う必要があるが、評価にあたっては、外部の専門家等から構成される委

員会等を設置することも検討されたいこと。 

（３）一つの法人について複数の地方公共団体が出資している場合には、各地方 

公共団体において法人への関わり方が異なることも想定されるが、経営健全

化方針の策定に当たっては、地方公共団体間で調整し、整合性を確保するこ

と。 

（４）議会への説明と住民への情報公開を行い、経営健全化方針の内容について 

理解を得ることが必要であること。 

 

４．策定した方針の進捗管理 

 策定した方針に基づく経営健全化の進捗状況については、継続的かつ定期的に

把握し、評価を行っていく必要がある。この評価にあたっても、外部の専門家等

から構成される委員会等を設置することも検討されたいこと。 

 

５．経営健全化方針の策定・公表期限 

 平成 31年３月 31日までに策定し公表されたいこと。 

 

６．国における策定状況等の取りまとめ 

 総務省においては、経営健全化方針の策定の推進に資するよう、策定状況を調

査し、その結果を取りまとめ、個別団体ごとに公表する予定である。 
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別添

５

この方針は、相当程度の財政的なリスクが存在する第三セクター等と関係を有する地方公共団体が、

当該第三セクター等の抜本的改革を含む経営健全化のための方針を定めるものである。

１　作成年月日及び作成担当部署

　　作成年月日　

　　作成担当部署　

法人名

代表者名

　　所在地

　　設立年月日

資本金 千円 【 当該地方公共団体の出資額（出資割合） 千円 （ ％ ） 】

業務内容

３　経営状況、財政的なリスクの現状及びこれまでの地方公共団体の関与

指針：第２．地方公共団体の第三セクター等への関与を踏まえて記載

（例）

法人の経営状況や財政的なリスクの現状


地方公共団体としての財政支援、監査、評価の実施状況


４　抜本的改革を含む経営健全化の取組に係る検討

指針：第３．２　抜本的改革を含む経営健全化を踏まえて記載

（例）

指針の別紙２に定める「抜本的改革を含む経営健全化の取組に係る検討のフローチャート」の手順により検討


（事業そのものの意義、採算性の判断を踏まえ、事業手法の選択等を行う）

５　抜本的改革を含む経営健全化のための具体的な対応

指針第３．第三セクター等の抜本的改革を含む経営健全化を踏まえて記載

（例）

法人自らによる経営健全化のための具体的な対応

地方公共団体による財政的なリスクへの対処のための具体的な対応


財政的なリスクを解消させるまでのスケジュール

ただし、今後5年間で解消できない場合、その理由と今後5年間の改善方針

（参考）

６　法人の財務状況

※　法人の形態に従って適宜書き換えること

負債総額

(　　　　　)

純資産額

（うち当該地方公共団体からの借入金）

（うち棚卸資産）

当期純損益

（うち売上債権）

（うち現預金） (　　　　　)

(　　　　　)

N年度

損

益

計

算

書

か

ら

経常収益

経常費用

(N-2)年度

第三セクター等経営健全化方針（参考様式）

２　第三セクター等の概要

貸

借

対

照

表

か

ら

(N-1)年度

(　　　　　)

金額（千円）

(　　　　　)

(　　　　　)

N年度

(　　　　　)

(N-2)年度 (N-1)年度

経常損益

経常外損益

項目

資産総額

項目
金額（千円）

(　　　　　)

(　　　　　)

(　　　　　)

(　　　　　)

(　　　　　)
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（注１） 採算性の判断に当たっては、基本的に、指針第３を参照のこと。 

 

・目的を達成し、現在は意義なし 
・過去においてはあったが、現在は意

義なし 
・そもそも意義なし 

採算性（注１） 

完全民営化・民間売却 

債務調整を実施（再生）した上で、第三セクター等で引き続き積極的な経営改革を実施 

経営体制の変更や大幅な経営改革を行うことを前提に、第三セクター等で引き続き実施 

事業そのものの意義  
（行政目的との一致度） 

採算性（注１） 

清算 

無 

完全民営化・民間売却 

有 

完全民営化・民間売却 

事業手法の選択（注２） 

有 

地方公共団体（直営） 

【再生不能・再生可能の判断開始】 

有 

経営努力を行いつつ、第三セクター等
で引き続き実施 無 

無 

上下分離 資産 地方公共団体（特別会計） 

運営民間（指定管理者、委託その他） 

最終判断等の結果、清算を選択することもあり得る 

（注２） 地方公共団体が、補助金を投入する前提で事業手法の選択を行うべきではない。ただし、性質上第三セクター等の経営に伴う

収入をもって充てることが適当でない経費及び当該第三セクター等の事業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う

収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費等に限って、補助金を投入することもあり得る。 

費用（税金）対効果（行政目的）が確保されているかの最終判断 

事業性 

無 有 

【抜本的改革を含む経営健全化の取組に係る検討のフローチャート】 

｢第三セクター等の経営健全化等に関する指針｣（平成 26年 8月 5日）の別紙２ 
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４　財務状況

負債

純資産

株式会社黒壁
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１　法人基本情報（平成30年4月1日現在）

２　役職員の状況（平成30年3月31日現在） （人）

３　主な事業内容（平成29年度）

①国内ガラス工芸品の展示販売
②海外アートガラス輸入、蒐集、展示販売
③ガラス工房運営、オリジナルガラス制作販売
④食堂喫茶の運営
⑤ガラス文化に関する調査研究、イベントの企画運営
⑥まちづくり文化に関する情報、資料収集、提供
⑦国際交流に関する業務
⑧旅行業

４　財務状況
(1) 貸借対照表 （千円）

資産
流動資産
固定資産
繰延資産

負債
(うち有利子負債)
流動負債
固定負債

純資産
資本金
利益剰余金

株式会社黒壁

所在地 〒526-0059 滋賀県長浜市元浜町12番38号
代表者 代表取締役社長　髙橋政之 設立年月日昭和63年4月11日

ホームページアドレス http://www.kurokabe.co.jp
電話番号 0749-65-2330 FAX番号 0749-65-2333

設立目的
古い建造物の保存運動に端をなし、長浜の「歴史性」、「国際性」及び
「文化芸術性」を高めるガラス工芸を中核とした中心市街地の活性化を
目的とする。

所管課 産業観光部 商工振興課
資本金 540,000千円 市出資額 190,000千円 市出資割合 35.2%

理事・
取締役

監事・
監査役

役
員

常勤 0 0 0 0 0 0

計
内訳

プロパー 市派遣 市兼務 その他

計 13 2 15 13

0
非常勤 13 2 15 13 0

職
員

正規職員 35 35 0

2 0

0 0
臨時職員 0 0 0 0 0

0 2 0

計 86 86 0 0 0
パート職員等 51 51 0 0 0

941,364 952,447 945,699
203,004 226,467 232,484
738,360 725,980 710,245

0

項目 平成28年3月31日現在 平成29年3月31日現在 平成30年3月31日現在

0 2,970

179,047 184,866 184,913
651,835 645,992 630,263

(682,523) (662,835) (661,121)
110,482 121,589 130,523

762,317 767,581 760,786

540,000 540,000 540,000
▲ 360,953 ▲ 355,134 ▲ 355,087
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(2) 損益計算書 （千円）

営業費用

営業利益
営業外利益
営業外損失

経常利益
（人） 特別利益

特別損失
税引前当期利益

法人税等
当期純利益

５　市の関与の状況
(1) 公的支援（フロー） （千円）

②
③
④ （ ）

⑤
⑥

(2) 公的支援（ストック） （千円）

①
②
③

（千円）

６　地方公共団体による点検評価の結果

７　その他の特記事項

項目
平成27年度 平成28年度 平成29年度

（H27.4.1-H28.3.31） （H28.4.1-H29.3.31） （H29.4.1-H30.3.31）

620,640 608,231
633,964 614,613 606,310

営業収益（売上高） 646,619

売上原価 297,408 295,177 326,081
販売費・一般管理費 336,556 319,436

8,233 8,296 13,328
19,783 13,276 14,159

280,229
12,655 6,027 1,921

1,105 1,047 1,090
0 6,341 0

7,388 671
237 0 419
868

82 5,819 47
786 1,569 623

H27年度

事業補助 0 0 0

H28年度 H29年度

①
補助金
(助成金･交付金)

運営補助 0 0 0

項目
金額 備考

（目的、内容、算出根拠等）

その他 0 0 0

利子補給金 0 0 0
税の減免額 0 0 0

小計 0 0 0 －
損失補償契約に伴う金利軽減額 0 0 0
出資金､低利貸付等に伴う機会費用 0 0 0

小計 0 0 0

（参考）委託料 0 0 0

合計 0 0 0 －

項目
金額 備考

（目的、内容、算出根拠等）H27年度 H28年度 H29年度
損失補償契約に係る債務残高 0 0 0
貸付金残高 0 0 0
出資金 190,000 190,000 190,000

小計 190,000 190,000

経営状況についての
予備的診断における評価

190,000 －

Ａ
Ａ：経営努力を行いつつ事業は継続　Ｂ：事業内容の見直し等
による積極的な経営改善が必要　Ｃ：深刻な経営難の状況にあ
り経営の観点からは事業の存廃も含めた検討が必要

連続単年度黒字を計上しているものの、純利益は少ない状況。引き続き
経営改善の実施を期待する。

コメント
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８　事業計画（平成30年度）

平成30年度　株式会社黒壁　事業計画

（千円）

平成30年度　株式会社黒壁　予算概要

（千円）

収支差額 千円

【経営理念】
　・常に顧客第一を基本に、創造性と勤勉性を発揮するとともに、イノベーションに
より社会ニーズに応えた新たな価値の創造によって、活気ある社会の発展に貢献
します。
　・多くの人に支えられていることに感謝し、コンプライアンスを遵守するとともに、す
べての社員が自らの役割を自覚し、親和一致・報恩感謝の精神をもって社会の発
展と社員の幸福につとめ、社会に貢献します。
　・絶えず時代の変化を先取りし、リスクを恐れずピンチをチャンスに変えることによ
り、地域資産の承継とともに地域文化価値の向上に寄与することにより、社会に貢
献します。
【経営方針】
　①黒壁ブランドの強化
　②お客様とのゆるぎない関係を築き、売上拡大に向けた事業活動を推進
　③社内ネットワークを確立し、成果を高める組織運営を推進
　④モノ消費からコト消費への変化に対応
　⑤多様なセクターと連携し30周年記念事業に取り組む
【運営原則】
　・インバウンド事業への積極的な取組
　・適正な在庫管理の推進
　・店舗運営における販売戦略の構築
　・経営管理の改善
【運営目標】
　総売上目標額　６億６千５百万円、売上総利益　３億４千５百万円、粗利益率
52.0％
　販売管理額　３億３千４百万円、営業利益　１千１百万円、経常利益　３百万円

飲食事業 レストラン、カフェ売上 50,600千円
物販事業 物産、ギフト商品販売、駐車場等売上 257,810千円

内    容 見込額
ガラス事業 体験教室受講料、工房作品、ガラス製品売上 356,800千円
収入区分

合　　計 665,210千円

事業区分 事業内容 事業費
ガラス事業 体験教室、工房、ガラス小売店運営 349,208千円
飲食事業 レストラン、カフェ運営 50,481千円

11,536

物販事業 小売(ガラス以外)店舗、駐車場等運営経費 253,985千円
653,674千円合　　計
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４　財務状況

負債

純資産

長浜まちづくり株式会社
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１　法人基本情報（平成30年4月1日現在）

２　役職員の状況（平成30年3月31日現在） （人）

３　主な事業内容（平成29年度）
①湖北の暮らし案内所どんどんの運営

・キッチン、ワークスペース、イベントスペースの企画・管理・運営及び
情報発信の実施による、中心市街に新たな活動や交流の機会の醸成

②長浜町家再生バンク
・空き町家の風通しや橋渡しによって新たな移住者につなぐほか、保全活用
すべき町家認定制度の運営や、関連する取組のコンサルティングの実施

③タウンマネジメント推進事業
・魅力ある商店づくり推進事業、長浜市・台東区連携クリエイターズキャンプ等

④ 家屋・土地活用事業
・北国街道安藤家、東邸、絹市、野坂邸、どんどん、中央駐車場

⑤ 調査事業
・通行量調査、空き店舗調査

⑥その他
　・起業型地域おこし協力隊事業支援業務、中小機構アドバイザー派遣業務等

４　財務状況
(1) 貸借対照表 （千円）

資産
流動資産
固定資産
繰延資産

負債
(うち有利子負債)
流動負債
固定負債

純資産
資本金
利益剰余金

長浜まちづくり株式会社

所在地 〒526-0059 滋賀県長浜市元浜町7番5号
代表者 代表取締役　大塚敬一郎 設立年月日平成21年8月10日

ホームページアドレス http://www.nagamachi.co.jp

設立目的
中心市街地エリア内におけるタウンマネジメントに関する事業を営むこ
とを目的とする。

電話番号 0749-65-3935 FAX番号 0749-65-3940

所管課 産業観光部 長浜駅周辺まちなか活性化室
資本金 53,000千円 市出資額 16,000千円 市出資割合 30.2%

理事・
取締役

監事・
監査役

役
員

常勤 0 0 0 0 0 0

計
内訳

プロパー 市派遣 市兼務 その他
0

計 7 3 10 0 0 3 7
非常勤 7 3 10 0 0 3 7

職
員

正規職員 5 4 0 0 1
臨時職員 0 0 0 0

計 5 4 0 0 1

0
パート職員等 0 0 0 0 0

56,959 56,215 54,120
43,322 42,673 41,097

項目 平成28年3月31日現在 平成29年3月31日現在 平成30年3月31日現在

13,638 13,542 11,942
1,082

2,570 2,359 1,501
150 150 110

2,720 2,509 1,611
(0) (0) (0)

1,239 707 ▲ 490

54,239 53,707 52,510
53,000 53,000 53,000

14



(2) 損益計算書 （千円）

営業費用

営業利益
営業外利益
営業外損失

経常利益
（人） 特別利益

特別損失
税引前当期利益

法人税等
当期純利益

５　市の関与の状況
(1) 公的支援（フロー） （千円）

②

③

④ （ ）

⑤
⑥

(2) 公的支援（ストック） （千円）

①
②

（千円） ③

６　地方公共団体による点検評価の結果

７　その他の特記事項

項目
平成27年度 平成28年度 平成29年度

（H27.4.1-H28.3.31） （H28.4.1-H29.3.31） （H29.4.1-H30.3.31）

46,136 44,255 40,313
営業収益（売上高） 45,128

売上原価 6,530 6,721 6,519
販売費・一般管理費 39,606 37,534 33,793

43,763 39,192

145 109
0 0 0

▲ 1,007 ▲ 492 ▲ 1,121
159

▲ 849 ▲ 347 ▲ 1,012
15,346 0 0

▲ 347 ▲ 1,012
15,346 0 0
▲ 849

186 186 186
▲ 533 ▲ 1,197▲ 1,034

H27年度 H28年度 H29年度

①
補助金
(助成金･交付金)

運営補助 0 0 0

項目
金額 備考

（目的、内容、算出根拠等）

事業補助 5,013 7,012 7,000 地域ｺﾝﾃﾝﾂ創造型産業育成事業 7,000

税の減免額 0 0 0

利子補給金 0 0 0

小計 5,013 7,012 7,000 －

その他 0 0 0

出資金､低利貸付等に伴う機会費用 0 0 0
損失補償契約に伴う金利軽減額 0 0 0

（参考）委託料 12,100 4,300 3,300 住宅再生バンク実践プログラム　3,300

合計 5,013 7,012 7,000 －

小計 0 0 0 －

0
貸付金残高 0 0 0

項目
金額 備考

（目的、内容、算出根拠等）H27年度 H28年度 H29年度
損失補償契約に係る債務残高 0 0

小計 16,000
出資金 16,000 16,000 16,000 市保有株式(32株)

16,000 16,000 －

経営状況についての
予備的診断における評価

Ｂ
Ａ：経営努力を行いつつ事業は継続　Ｂ：事業内容の見直し等
による積極的な経営改善が必要　Ｃ：深刻な経営難の状況にあ
り経営の観点からは事業の存廃も含めた検討が必要

コメント
　３期連続単年度赤字を計上しており、不動産活用事業の経営改善を図
り、安定した収入源の確保が必要である。
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８　事業計画（平成30年度）

平成30年度　長浜まちづくり株式会社　事業計画

平成30年度　長浜まちづくり株式会社　予算概要
（千円）

（千円）
駐車場管理収入 駐車場運営収入等
賃貸収入 テナント賃貸収入、安藤家入館料等
指導手数料 コンサルティング収入等
商品売上 商品販売
受託事業収入 受託料
補助金収入 市事業補助金
補助金 受取利息、雑収入

・町家再生バンク実践プログラム業務
・町家活用型まちなか居住推進事業
・地域コンテンツ創造型産業育成業務

（千円） ・駐車場運営（中央）
・東邸運営
・北国街道安藤家運営
・絹市運営
・野坂邸運営
・関連機関連携
・視察受入れ
・各種指導、講演者派遣

収支差額経常利益　　　　千円

　中心市街地が抱える諸問題（商業・空き店舗・まちなか居住等）に対応すべ
く、関係組織や多様な人々との連携を深め、新たな事業構築と仕掛け及び既存
事業の充実を図ります。
①まち家再生の調査研究
②クリエイターズキャンプ（台東区との連携）
③エリアマネジメントの研究及び調査研究
④魅力ある個店づくりの推進
⑤まち家再生バンクの推進
⑥湖北の暮らし案内所どんどんの運営
⑦シェアハウスの安定的な運営

収入区分 内容 見込額

8,027
16,200

3,360
3,100
4,055

100
4,000

合計 38,842

事業内容 事業費事業区分

中心市街地活性化プ
ロジェクト推進事業

・商店街経営支援事業
・空き店舗活用企画相談等

38,722タウンマネジメント
推進事業

不動産活用事業

情報受発信及び視
察、指導等

合計 38,722

120
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４　財務状況

負債

純資産

えきまち長浜株式会社

17



１　法人基本情報（平成30年4月1日現在）

２　役職員の状況（平成30年3月31日現在） （人）

３　主な事業内容（平成29年度）

①えきまちテラス長浜の運営

②エリアマネジメント事業

③長浜駅自転車・自動車駐車場の運営
・自転車・自動車駐車場運営事業の推進、強化

④長浜駅北地区整備事業の推進
・事業主体の決定、事業用地の売却

４　財務状況
(1) 貸借対照表 （千円）

資産
流動資産
固定資産

負債
(うち有利子負債)
流動負債
固定負債

純資産
資本金
利益剰余金

えきまち長浜株式会社

所在地 〒526-0057 滋賀県長浜市北船町3番24号
代表者 代表取締役社長　大塚　義之 設立年月日平成26年9月26日

ホームページアドレス http://www.ekimatinagahama.com

設立目的 長浜駅周辺の総合的なマネジメント事業を営むことを目的とする。

電話番号 0749-53-4450 FAX番号 0749-53-4450

所管課 産業観光部 長浜駅周辺まちなか活性化室
資本金 29,500千円 市出資額 14,000千円 市出資割合 47.5%

理事・
取締役

監事・
監査役

役
員

常勤 1 0 1 1 0 0

計
内訳

プロパー 市派遣 市兼務 その他

計 9 3 12 1

0
非常勤 8 3 11 0 0

職
員

正規職員 7 5 2

3 8

0 0
臨時職員 0 0 0 0 0

0 3 8

計 25 23 2 0 0
パート職員等 18 18 0 0 0

・自主事業用不動産の取得
・マルシェ及びカフェ＆レストラン運営
・えきまちテラス長浜の施設マネジメント
・えきまちテラス長浜のテナント管理及びリーシング

・イベント広場の利用促進及び周辺施設との連携

項目 平成28年3月31日現在 平成29年3月31日現在 平成30年3月31日現在

375,899 336,413 685,678
287,718 129,726 158,949

250,529 217,762

125,370 118,651 534,062
(0) (0) (457,008)

151,615
29,500 29,500 29,500

221,029 188,262 122,115

124,469 116,160 54,919

88,181 206,688 526,729

901 2,492 479,143
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(2) 損益計算書 （千円）

営業費用

営業利益
営業外利益
営業外損失

経常利益
（人） 特別利益

特別損失
税引前当期利益

法人税等
当期純利益

５　市の関与の状況
(1) 公的支援（フロー） （千円）

②
③
④ （ ）

⑤
⑥

(2) 公的支援（ストック） （千円）

①
②

（千円） ③

６　地方公共団体による点検評価の結果

７　その他の特記事項

項目
平成27年度 平成28年度 平成29年度

（H27.4.1-H28.3.31） （H28.4.1-H29.3.31） （H29.4.1-H30.3.31）

60,928 57,291 231,941
営業収益（売上高） 21,130

売上原価 0 0 26,333
販売費・一般管理費 60,928 57,291 205,608

27,441 144,339

556 494
1,420 0 2,577

▲ 39,798 ▲ 29,850 ▲ 87,602
35

▲ 41,182 ▲ 29,294 ▲ 89,685
836,529 5,352 205,815

▲ 52,235 ▲ 65,961
456,111 28,293 182,092
339,235

229,554 ▲ 32,767 ▲ 66,147
109,682 ▲ 19,468 186

H27年度

事業補助 5,406 3,000 83,000 地域ｺﾝﾃﾝﾂ創造型産業育成事業

H28年度 H29年度

①
補助金
(助成金･交付金)

運営補助 0 0 0

項目
金額 備考

（目的、内容、算出根拠等）

利子補給金 0 0 0
税の減免額 0 0 0

小計 5,406 3,000 83,000

その他 0 0 0

損失補償契約に伴う金利軽減額 0 0 0
出資金､低利貸付等に伴う機会費用 0 0 0

合計 5,406 3,000 83,000 －

小計 0 0 0 －

H29年度
損失補償契約に係る債務残高 0 0 0

（参考）委託料 0 5,995 18,268
長浜駅周辺整備事業推進業務
長浜駅周辺エリアマネジメント推進業務
長浜市中心市街地にぎわい創出調査検討業務

項目
金額 備考

（目的、内容、算出根拠等）H27年度 H28年度

小計

貸付金残高 0 0 200,000 保留床取得資金

－
出資金 14,000 14,000 14,000 市保有株式(28株)

経営状況についての
予備的診断における評価

Ｂ
Ａ：経営努力を行いつつ事業は継続　Ｂ：事業内容の見直し等
による積極的な経営改善が必要　Ｃ：深刻な経営難の状況にあ
り経営の観点からは事業の存廃も含めた検討が必要

14,000 14,000 214,000

コメント
えきまちテラス長浜運営開始時に多額の長期借入を実施しているため、債務
返済に向けて、収益性の改善と経営改善を計画的に実施する必要があると考
えます。
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８　事業計画（平成30年度）

平成30年度　えきまち長浜株式会社　事業計画

（千円）

平成30年度　えきまち長浜株式会社　予算概要

予算概要
[収入] (千円）
収入区分 内容 見込額

直営店舗収入

[支出] (千円）
（千円） 事業区分 事業内容 事業費

直営店舗運営費

収支差額 ▲31,547千円

１．えきまちテラス長浜の運営の推進
　・自主事業（マルシェ及びカフェ＆レストラン）の運営
　・えきまちテラス長浜のテナント管理及びリーシング
　・えきまちテラス長浜の管理運営

２．長浜駅周辺エリアマネジメント事業の推進
　・駐車場、駐輪場の運営
　・イベント広場の活用及び運営
　・長浜駅周辺駐車場の共有化に向けた調整
　・長浜駅周辺施設の一体管理に向けた調整

３．経営改善改革の推進
　・スモールベネフィット改革
　・地域との共生強化
　・組織改革とガバナンス強化
　・ビジネスサイクルの改革
　・販売促進パワー強化

テナント貸付、駐車場、駐輪場運営収入
営業部
ＳＣ部

営業部
ＳＣ部 テナント管理、駐車場、駐輪場運営管理費

172,714

204,261
総務部 会社管理、租税公課
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(継･拡)①時間外勤務命令上限４５時間 （※臨時職員は別途）

※上限の変更申請は最大６０時間まで

(継･拡)②毎日２０時完全退庁
※外部団体の会議などや緊急対応時を除く

(継･改)③時差出勤勤務（早勤・遅勤）
※早勤:7時30分～16時15分・遅勤:10時30分～19時15分

(継)④集中取組期間 平成30年7月～12月

「所属長のマネジメントで行うカイゼン（仕
事のやり方の見直し）」を推進し、市民サー
ビスの向上に向けて、カイゼンの組織風土の
醸成につなげます。（行政経営改革課）

(新)①目標の設定と実現ⅰ 職場の具体的かつ実現可能な目標の掲示
ⅱ 達成感によるモチベーションの向上

(継)②内部研修や派遣研修を通じて、職員の行動改革を働きかけ
(継･拡)③毎週水曜日の定時退庁の徹底
(新)④“LOVE休暇”や“定時退庁WEEK”等の全庁的なキャンペーン

１．長時間労働の弊害

長時間労働
・疲労
・ストレス

睡眠・
休息の減少

・重大な健康障害
・作業効率の低下
・事故やケガの発生

２．本市の状況

①時間外勤務等のＨ２９実績

②時間外勤務手当支給総額（H29実績見込） 約３．９億円

職員一人ひとりが本気で仕事の進め方を見直し、業務の効率化に取り組む
気持ちを持って、今までの仕事をより良く変えるために積極的に行動します。

意識を変える
仕事を変える

健康の保持、増進

モチベーション向上

（１）意識を変える ～まずはやってみよう♪～

☆タイムマネジメントにより、慢性的な残業をなくそう

「働き方が変わる」
組織 ⇒ 限られた時間の中でも、効率的な仕事で生産性の向上
職員 ⇒ 過重労働を抑制し、ワークライフバランスの実現

意 識 改 革

平成30年度長浜市職員働き方改革の取組（概要）
取組の背景

・目標意識
を高める

・職員力を
高める

３．なぜ、働き方改革が必要か

○業務が増え続けている…

○時代の変化…

○業務が複雑化している…

○個人の仕事のやり方も見直しを…

職員は減っても、業務は減らずに増えていく

子育てや介護の両立など時間制約がある職員が働きやすい
職場づくりが必要

ムダを省いて、効率的な仕事の進め方が必要

この事務は本当に必要か？という視点

「まずは、やってみよう♪」から始める
“本気”の働き方改革

の蓄積

・職場環境の悪化
・職場の負担増

・月45H以上時間外勤務職員数（管理職除く） 延べ849人 （H28:874人）

業務の質、量は増加傾向にあるが、職員数が減少している中、今までのやり方
では職員の負担が増え、生産性の低下は否めません。そのため一人ひとりが業
務の効率化を意識し、できることからまず取り組むこと、お互いが協力し合っ
て働きやすい職場を作っていくことが必要です。

私生活の充実

家事・育児・介護
時間の確保

地域活動の参加 自己研さん

職員が働きやすく、生き生きとした職場風土へ

（２）仕事のやり方を変える ～やめる・減らす・変える～

☆所属長のマネジメントで行うカイゼン（改）
①業務改善
創意工夫で
仕事のやり方
を見直す

意識
改革
＋
業務
改善

②相互協力で
“働き方”を
効率化できる
組織づくり

・有給休暇の平均取得日数 9.2日（市長部局） （H28:8.2日）

（H28:約4.0億円）

【資料４】 H30.11.1(木）
長浜市地域経営改革会議②



働き方改革の取組 所属長のマネジメントで行うカイゼン 実施状況の紹介 

 

 

 ７月～９月に各部局次長等から人事課長、行政経営改革課長が働き方改革について聞き取りを行

う中で、紹介があった取組状況です。 

 

 

総合政策部 

・各課から働き方改革の目標設定シートを提出し、部経営会議にて進捗状況確認 

・各課時間外勤務状況等の比較表を基に、部経営会議にて「なぜ時間外が多いのか」等協議 

・臨時職員の部内協力体制構築 各課の業務状況により臨機応変な勤務体制 

・ホワイトクリーンキャンペーン実施（月１回勤務時間前 部内やワーキングスペースの机、壁等の掃除） 

・説明の必要な決裁は部長と次長が一緒に聞いて時間短縮 

 

市民協働部 

・所属長の業績評価（５つ）のうち一つを働き方改革の取組について設定 

 

市民生活部 

・業務委託の推進 

・税務課 業務マニュアル作成活用・スケジュール管理の徹底・協力体制→時間外の縮減 

 

健康福祉部 

・各課様々な取組 

    朝礼で呼びかけ定時退庁 

定時退庁日（社会福祉課 水曜日＋α、子育て支援課 月４回） 

業務配分の見直し（子育て支援課・高齢福祉介護課） 

時間外勤務の事前承認徹底（健康推進課・子育て支援課） 

整理、整頓、ファイリング 

 

下水道事業部 

・料金業務の見直し 

・維持管理の効率化検討 

 

北部振興局 

・２０時完全退庁の実施 

・局経営会議にて働き方改革の取組み状況等を情報共有 

 

会計課 

・スケジュール入力の徹底 休暇は必ず入力する 

・時間外勤務の事前承認徹底 

・ジョブローテーションの実施 

・ＡＩ、ＲＰＡの検討 



 
【資料５】 

長浜市地域経営改革会議② 

平成 30年 11月 1日(木) 

施設使用料等の見直しの実施について 

 

１ 趣旨 

本市は、平成１９年１１月に策定した「施設使用料等の見直しに関する基本方針」

に基づき、３年を目途に施設使用料の見直しを行っており、平成１９～２０年度、平

成２２～２３年度に実施してきたところです。 

前回の見直し時期（平成２６～２７年）は、消費税率の引上げが複数回予定された

時期と重なり、短期間で何度も改定することは市民への影響が大きいため、一斉見直

しは保留してきた経過があります。 

  今年度は、最後に見直しを実施してから約６年の年月が経過し、施設の維持管理経

費における物価変動や施設をとりまく状況も変化してきている状況に鑑み、消費税

率の引上げ如何にかかわらず、３年を目途に見直すという当初の方針により、受益

者負担の原則に基づく使用料の適正化を図るため、見直しを行うものです。 

 

２ 改正時期 

  平成３１年１０月 

 

３ 対象施設 

長浜市公共施設等総合管理計画（平成２７年３月策定）に記載される施設のうち、

行政財産であり、条例に使用料が規定されている施設（長浜市漁港等管理条例を含

む。）で休館中の施設は除きます。 

該当施設 １４５施設 条例本数 ３８本 所管課（管理原課）数 １４課 

 

４ 施設使用料の設定方針 

（１）見直しは、基本方針(①受益者負担の原則、②体系的な施設使用料の設定、③減免

基準の見直し)を基本として行います。 

（２）消費税の適正な転嫁のため、使用料の金額表記は外税表記に改めます。 

（３）地方公会計制度を導入したことにより把握が可能となったコスト(賞与等引当金

繰入額・退職手当引当金繰入額)を使用料の積算根拠に加えます。 

（４）新使用料は、公会計制度の導入により今後施設ごとのコストが明らかになる状況

をふまえつつ、現行使用料との乖離、類似施設の使用料の状況、見直しによる波及

効果等を勘案して設定します。 

 

５ 今後のスケジュール 

  １２月 市議会第４回定例会 常任委員会にて見直しの結果を報告 

 翌３月 市議会第１回定例会 予算案、条例案提案 
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施設使用料等の見直しに関する基本方針 

 

                          平成１９年１１月２０日 

平成３０年７月３日一部改訂 

                            滋 賀 県 長 浜 市 

 

１ 目的 

 

  長浜市公共施設見直し方針（平成１９年１１月１日策定）に基づき、負担の公平性を 

確保するため、行政サービスの提供に必要なコストについて、サービスの公共性や受益 

性の度合いなどに応じ、施設使用料等の見直しを行い、適正化を図ることとする。 

 

 

２ 基本方針 

 

 (1) 受益者負担の原則 

   施設の維持管理費等に要する経費は、税で賄い、市民全体で負担することとなるが、  

使用料として、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 225条に基づき、公共施設等  

の利用者からその利用の対価を負担していただいている。 

   このことから、施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性を考えたとき、  

利用者に応分の負担をしていただくという受益者負担の考えを原則とする。 

 

 (2) 体系的な施設使用料の設定 

   使用料の算定方法を明らかにすることは、利用者自身が負担する使用料の根拠を知

るとともに、納税者が税負担の適正性を確認する上でも重要なことだと考える。 

   このため、施設の利用に係る経費の考え方を整理し、利用者で負担する部分と税で  

負担する部分を明確にするとともに、使用料の設定単位や同種の施設については料金  

をそろえるなど、市民にとってわかりやすい使用料設定を行うこととする。 

 

 (3) 施設使用料減免基準の見直し 

   施設使用料は、その施設を利用される人から等しく負担していただくことが原則で  

あるが、例外的にその負担を政策的に軽減する必要がある場合には、その全部又は一

部を免除することとしている。 

   しかしながら、利用のほとんどが無料や減免となるような制度は、本来的な負担の  

公平性を損なうとともに、利用者層の固定化を招く恐れを生じることとなる。 

   そこで、これまでの減免基準の見直しを図り、市民にとってわかりやすく、かつ利

便性を高めるため、施設使用料の減免及び減免見合い分の補助金交付については、原 

則として廃止し、使用料金の複数段階設定により、利用者負担の軽減を行う。また、  

受益者負担の原則を徹底するための適切な運用を目指すため、使用料金の複数段階設  

定については、対象の明確化を図る。 
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【使用料金の複数段階設定のイメージ】 

 

利 用 区 分 単 位 金 額 

一 般 

１時間 

1,000円 

市・市教育委員会・当該施設の指定管理者の共催事業 500円 

中学生以下の子どもが利用する場合 500円 

市外の方の利用、営利目的をもって催物を行う場合 2,000円 

 

 

３ 使用料見直しの範囲 

 

 (1) 見直し対象施設 

   公共施設約２７０施設のうち(2)に掲げた対象外施設を除いた約１７０施設につい 

  て見直しを行う。この中で、観光施設や博物館施設などそれぞれ施設の特性を生かし、 

  差別化したサービスとそれに見合う料金を設定している施設については、別の基準に 

  より見直すこととする。 

  長浜市公共施設等総合管理計画（平成２７年３月策定）に記載されている施設のう

ち、行政財産であり、条例に使用料が規定されている（規定が無いため無料としてい

るものも含む。）施設（長浜市港湾等管理条例） 

 

 (2) 見直し対象外施設 

  ①法令等により、使用料を徴収することができない施設 

   例：小学校、中学校、図書館 など 

  ②法令等により、算定基準が規定されている施設 

   例：市営住宅、デイサービスセンター など 

  ③利用者が不特定多数のため受益者を特定し、負担をもとめることが適切でない施設 

   例：道路、公園 など 

 

 

４ 施設使用料の設定 

 

 (1) 負担区分 

  公共施設については、行政サービス基盤の整備、市民活動・地域活動の支援といっ

た観点から、使用料収入のみではなく、市が一定の税負担により施設の整備・管理運 

営を行うことも必要と考えられることから、使用料については、市の共通ルールとし 

て、施設の維持管理・運営に係る経費のうち経常的管理運営費の一定割合を利用者負 

担とすることを基本とし、次の基本式により設定する。 

 

    参考使用料＝原価×利用者負担割合 
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【施設に要する経費の範囲と負担区分のイメージ図】 

 

 

 

                                    ↑ 

                                    除外 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ←参考使用料→ 

 

 

 (2) 経常的管理運営費について 

   次の経費を経常的管理運営費として算入する。 

項 目 内   容 

 

人件費 

施設の維持管理や運営に係る職員の人件費（財務書類４

表のうち行政コスト計算書における賞与等引当金繰入

額、退職手当引当金繰入額を含む。）。他の業務や他の施

設と兼任している場合等については、当該施設の維持管

理や運営に携わる分を按分して算入する。 

 

物件費 

光熱水費、委託料など施設の維持管理や運営に係る経費。

施設で行われる自主事業等の経費や備品購入費は除外す

る。 

補助費等 施設の火災保険料など 

 

 (3) 原価の計算方法 

  ア 貸し切り利用の施設 

   ホールや会議室、グラウンド等のように、ある一定の区画（部屋）を貸し切りで 

利用する場合については、１㎡・１時間当たりの原価を計算した上で、利用面積を

乗じて、原価を計算する。 

 

    原価＝１㎡・１時間当たりの原価×利用面積 

  

    ここで、１㎡・１時間当たりの原価＝経常管理運営費÷利用可能面積合計÷利用 

可能時間とする。 

施設に係る全体経費 

（トータルコスト） 

催しなどの 

事業費 

施設管理運営経費 

（ランニングコスト） 

施設整備費 

(ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ) 

修繕費 

備品購入費 等 

利用者負担     税負担     税負担 

経常的管理運営費 
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  イ 不特定多数利用の施設 

    プールなどのように、ある一定の区画（部屋）を、不特定多数の個人が同時に利 

用するような施設については、利用者一人当たりの経常的管理運営費を原価とする。 

 

     原価＝経常的管理運営費÷施設利用者目標数 

 

 (4) 利用者負担割合 

   使用料の設定にあたっては、施設毎のサービスの性質を考慮しながら、施設を分類 

し、その公共性に応じて、利用者と市民が納める税で適正に負担を分かちあうことが 

必要である。 

   そこで、施設のサービスの性質を次の二つの基準により分類し、その公共性に応じ

て「税負担」と「利用者負担」の割合を設定する。 

 

    ①サービスが必需的なものか、選択的なものか 

     ・必需的サービス 市民が日常生活を営む上で最低限必要とするサービス 

     ・選択的サービス 市民が生活や余暇を快適で潤いのあるものにするための 

サービス 

    ②サービスが民間的なものか、公共的なものか 

     ・民間的サービス 民間でも同じような施設が提供されているサービス 

     ・公共的サービス 民間では提供されにくいサービス 

 

 

【施設の性質別分類のイメージ図】 

 

                   公共的 

 

             （Ｂ分類）     （Ａ分類） 

             利 50%･税 50%    利 0%･税 100% 

 

       選択的                     必需的 

             （Ｄ分類）     （Ｃ分類） 

             利 100%･税 0%    利 50%･税 50% 

 

 

                   民間的 
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【施設の性質別分類と負担率】 

 

分類 主 な 施 設 負担割合 

Ａ 道路、公園 

児童館 

利用者 0% 

 税 100% 

Ｂ 社会福祉施設 

まちづくりセンター施設 

利用者 50% 

 税  50% 

Ｃ 保育園 (＊) 

幼稚園 (＊) 

利用者 50% 

 税  50% 

Ｄ 文化施設、スポーツ施設 

宿泊施設、駐車場 (＊) 

利用者 100% 

 税  0% 

 

注 ＊印（単に施設を利用するというより、そこで提供されるサービスの利用にかかる対価としての性質をも 

 っている施設、あるいは、近隣・民間に準拠して定める必要性が強く、市として原価により使用料を設定す 

 ることが困難な施設）は、他の基準で使用料を決定するもの。（位置付けだけを参考として表に記載） 

 

 (5) 新使用料の設定基準 

   新使用料は、(1)で求めた参考使用料を基本として、現行使用料及び市内外の類似施 

  設使用料を比較検討した上で、原則として次の基準により設定する。 

 

① 全ての見直し施設について、新使用料は、１時間単位かつ１００１０円単位の設

定とする。 

② 類似施設や同規模施設については、同じ部類に属する参考使用料の平均値を基本

として、新使用料を設定する。 

③ 消費税の適正な転嫁のため、条例等に表示する使用料の金額表記はすべて外税表

記とする。 

 

 (6) 新使用料の複数段階設定 

   新使用料の複数段階設定については、新使用料に次の割合を乗じることを基本とし 

  てアに基づき設定することとする。また、入場料若しくはこれに類するものを徴収す

る場合又は即売会その他の営利的な目的をもって催物を行う場合は、イに基づき設定

することとする。 

   なお、やむを得ず開館時間以外の時間に施設を使用させる場合は、新使用料の複数

段階設定の１．５倍を目安として設定することとする。 

 

  ア 

市、市の行政委員会及び当該施設の指定管理者が主催又共催

（人的又は金銭的な負担を要するものに限る。）する事業 

５０％ 

中学生以下の子どもが利用する場合 ５０％ 
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   イ 

 

 

 

 

 

 

５ 急激な負担増への配慮 

 

  ４により、新使用料が設定されるが、これまで利用のほとんどが無料若しくは免除と 

 なっている場合又は、新使用料が１時間当たりの現行使用料を大幅に上回る場合には、 

 利用者にとって急激な負担増となるため、原則として次のような対応を図ることとする。 

 

   ①現行使用料が無料の施設又は利用者の９割以上が減免等により無料で利用してい 

    る施設については、２００円を上限として設定する。 

   ②新使用料が現行使用料の２倍以上になる場合は、利用者の急激な負担増とならな 

    いよう、新使用料は現行使用料の２倍を目安として設定する。 

 

 

６ 使用料の見直しにあたって 

 

  施設使用料の見直しにあたっては、次の事項に留意しつつ、今後３年を目途に継続的 

 に見直しを行っていくこととする。 

 

   ①受益者負担の考え方、新使用料の設定根拠、減免規定の見直し理由などを明確に 

    し、市民にわかりやすく説明するよう努めること。 

   ②使用料の増額は、施設利用者数の減少につながることから、施設内サービスの向 

    上を図るとともに、利用者数の維持・増加による使用料収入を確保するよう努め 

    ること。 

   ③合理的・効率的な施設の管理運営を行い、維持管理コストの削減に努めること。 

 

 

 

市外の団体若しくは個人が利用する場合又は施設の設置目的

以外の目的で利用する場合 

２００％ 

中学生以下の子どもが利用する場合 ５０％ 

団体（２０人以上）が利用する場合 ８０％ 

旅行券契約を締結した旅行業者の発行した旅行券を精算する

場合 

施設ごと

に設定 
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